
令和５年分

年末調整のしかた

法人番号 	7 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 2

「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください！
　国税庁ホームページには、「年末調整がよくわかるページ」を掲載しています。

　このページには、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、扶養控除等申告書など

各種申告書、従業員向けの説明用リーフレットや各種申告書の記載例など年末調整の際に役立

つ情報を掲載していますので、ご活用ください。

　なお、動画による説明は、YouTube にも掲載していますので、ご活用ください。

※ 令和５年分の各種情報については、令和５年１０月頃に掲載いた
します。

年末調整に係る源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、

令和６年１月１０日（水）（納期の特例の承認を受けている場合は、令和６年１月２２日（月））です。
※ その他、給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限については、２ページを確認してください。

（よくわかるページ）

（YouTube）
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　年末調整に関する相談は、国税庁ホームページからチャットボットの「税務職

員ふたば」を気軽にご利用ください。

　年末調整の各種申告書の書き方や添付書類に関することなどについて、ＡＩが

自動で回答します。
※ 公開期間は令和５年１０月頃から令和６年１月下旬

までの予定です。

年末調整でお困りのときは“ふたば”にご相談ください。

税務職員
ふたば

（チャットボット）

年末調整手続の電子化で業務の効率化！
　年末調整手続の電子化を行うと、給与の支払者（勤務先）及び給与所得者（従業員）それぞ
れにおいて、書類の作成や確認、保管などの業務全般が大幅に効率化されるなど、双方に大き
なメリットがあります。
　また、国税庁では「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」（年調ソフト）を
無償で提供しております。
　年末調整手続の電子化や年調ソフトについて、詳しくは国税庁ホームページを
ご覧ください。

（年末調整手続の電子化
に向けた取組について）

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRJkwrm54RVX2IffH9iRy_83
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=nenchoshikata_qr
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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○　〔参考〕令和５年分の基礎控除額の表	 …６１

○　	「令和５年分の扶養控除額及び障害者	
等の控除額の合計額の早見表」（64ページ）	
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給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、次の

とおりです。

　○ 　納期の特例の承認を受けていない場合
　 　給料や報酬などを支払った月の翌月１０日

○　 納期の特例の承認を受けている場合（給与など特定の所得に限ります。）

　 １月から６月までの分… ７月１０日

　 ７月から１２月までの分…翌年の１月２０日
１　納期限までに、e‐Tax を利用するか又は「所得税徴収高計算書（納付書）」を添えて最寄りの金融

機関若しくは所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
２　上記の１０日又は２０日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が

納期限となります。
３　納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
４　納付に当たっては、税務署からお知らせしている整理番号が所得税徴収高計算書（納付書）に印

字（記載）されているかどうかを確認してください。
５　納付する税額がない場合であっても、「本税」欄が「０」の所得税徴収高計算書（納付書）を所轄

の税務署に e‐Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限について

（注）

（※）　この「年末調整のしかた」は、令和５年７月１日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成してあります。

　年末調整に関する各種申告書の記載例やＱ＆Ａなどは、国税庁ホームページに掲載していますの
で、そちらもご活用ください。
	【掲載場所】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
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※　年末調整の税額計算等を簡単に行うことができる「年末調整計算シート」（Excel）を国税庁ホームペー
ジの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載してい
ます。
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Ⅰ　昨年と比べて変わった点

　本冊子「令和５年分　年末調整のしかた」に記載している情報のほかにも、次の情報などを国税庁
ホームページに掲載していますので、そちらもご活用ください。
○　源泉徴収義務者用情報
　・　電子計算機等による年末調整 ・　令和５年分　年末調整チェック表
　・　所得の種類・収入・必要経費の範囲等 ・　年末調整Ｑ＆Ａ
○　給与所得者用情報
　・　各種控除について（給与所得者用）
　・　年末調整を受ける際の注意事項
　・　各種申告書の記載例
○　源泉所得税のキャッシュレス納付について

【掲載場所】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し

⑵  　年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記⑴に該当する

　�　場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する

必要があります。確認書類の詳細については、「国外居住親族」（１３ページ参照）をご覧ください。

【扶養控除に係る確認書類】

非居住者である扶養親族の年齢等の区分 扶養控除等申告書の提出時に
必要な書類 年末調整時に必要な書類

16歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上 「親族関係書類」 「送金関係書類」

30 歳以上
70 歳未満

①�　留学により国内に住所及び
居所を有しなくなった人

「親族関係書類」及び
「留学ビザ等書類」 「送金関係書類」

②�　障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」

③�　所得者からその年において生活
費又は教育費に充てるための支払
を38万円以上受けている人

「親族関係書類」 「38 万円送金書類」

（上記①～③以外の者） （扶養控除の対象外）

⑴ 　令和５年１月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。

イ　年齢１６歳以上３０歳未満の人

ロ　年齢７０歳以上の人

ハ　年齢３０歳以上７０歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人

 イ　留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

 ロ　障害者

 ハ�　扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支

払を３８万円以上受けている人

【扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲】
　　				〔令和４年 12月まで〕　　				　　　　　　　			〔令和５年１月以降〕

16歳以上

16歳以上

30歳以上70歳未満

留学生 障害者 38万円以上の送金を
受けている人

非居住者である扶養親族 非居住者である扶養親族

…扶養控除の対象

…扶養控除の対象外
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Ⅱ　年 末 調 整 と は

１　年末調整を行う理由

２　年末調整の対象となる人

　給与の支払者は、毎月（毎日）の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別

所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の１年間の合計額は、給与の支

払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額（年税額）と一致しないのが通常です。

　この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与

の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中

途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月

の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整

の際に控除することとされていることなどがあげられます。

　このような不一致を精算するため、１年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し

く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要

となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。

　一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその

額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような人について、勤務先で年末調整により

税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、

年末調整は非常に大切な手続といえます。

　年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（以下「扶養控除等（異

動）申告書」といいます。）を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とな

らない人もいます。年末調整の対象となる人とならない人を区分して示すと次の表のとおりです。

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人

　次のいずれかに該当する人

⑴　１年を通じて勤務している人

⑵　年の中途で就職し、年末まで勤務している

人

⑶　年の中途で退職した人のうち、次の人

①　死亡により退職した人

②　著しい心身の障害のため退職した人で、

その退職の時期からみて、本年中に再就職

ができないと見込まれる人

③　１２月中に支給期の到来する給与の支払を

受けた後に退職した人

④　いわゆるパートタイマーとして働いてい

る人などが退職した場合で、本年中に支払

を受ける給与の総額が１０３万円以下である人

（退職後本年中に他の勤務先等から給与の支

　次のいずれかに該当する人

⑴　左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給

与の収入金額が２，０００万円を超える人

⑵　左欄に掲げる人のうち、災害により被害を

受けて、「災害被害者に対する租税の減免、

徴収猶予等に関する法律」の規定により、本

年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別

所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

⑶　２か所以上から給与の支払を受けている人

で、他の給与の支払者に扶養控除等（異動）

申告書を提出している人や、年末調整を行う

ときまでに扶養控除等（異動）申告書を提出

していない人（月額表又は日額表の乙欄適用

者）

⑷　年の中途で退職した人で、左欄の⑶に該当
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３　年末調整を行う時

　年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は１２月に行いますが、

次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。

　なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の

支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています。

この場合には、後で支払う普通給与の見積額及びこれに対応する見積税額を加えたところで年末調整を行

いますが、後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、その実際の支

給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。

年末調整の対象となる人 年末調整を行う時

⑴　年の中途で死亡により退職した人

⑵　著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時

期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人

⑶　１２月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

⑷　いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合

で、本年中に支払を受ける給与の総額が１０３万円以下である人（退

職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人

を除きます。）

⑸　年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居

住者となった人

退職の時

退職の時

退職の時

退職の時

非居住者となった時

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人

　　払を受けると見込まれる場合を除きます。）

⑷　年の中途で、海外の支店へ転勤したことな

どの理由により、非居住者となった人（非居

住者とは、国内に住所も１年以上の居所も有

しない人をいいます。）

　しない人

⑸　非居住者

⑹　継続して同一の雇用主に雇用されないいわ

ゆる日雇労働者など（日額表の丙欄適用者）

　		〔注意事項〕

１　１か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に扶養控

除等（異動）申告書を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してくだ

さい。

２　年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますか

ら、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導して

ください。　

３　外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に１年以上居所を有

することにより居住者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかど

うかを判定することになりますから注意してください。

年

末

調

整

と

は
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Ⅲ　年末調整のしかた

１　年末調整の手順

　年末調整は、次のような手順で行います。

　（枠内のページ番号は、それぞれの手順の内容を説明している箇所を示します。）

　以下、それぞれの手順について、順を追って説明します。

扶養控除等（異動）
申告書の受理と内容
の確認
（７ページ）

給与と徴収
税額の集計
（32ページ）

課税給与所得
金額の計算
（35ページ）

年調年税額
の計算

（36ページ）

過不足額の
精　算

（37ページ）

過納額の
還　付

（37ページ）

不足額の
徴収、納付
（38ページ）

給与所得控除後の
給与等の金額（調
整控除後）の計算
（33ページ）

・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
の受理と内容の確認
（14ページ）

保険料控除申告書の
受理と内容の確認

（18ページ）

（特定増改築等）住
宅借入金等特別控除
申告書の受理と内容
の確認
（26ページ）

（
所
　
得
　
控
　
除
　
等
）

（
税
　
額
　
控
　
除
）

（
年
税
額
の
計
算
）

（
各
種
控
除
額
の
確
認
）

（
税
額
の
徴
収
、
納
付
又
は
還
付
）
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２　各種控除額の確認

２－１　扶養控除等（異動）申告書の受理と内容の確認

　年末調整に当たっては、まず、扶養控除等（異動）申告書などに基づいて各種の控除額を確定しなけれ

ばなりません。年末調整において、各種の控除を受けるために必要な申告書とその申告書を提出すること

により受けられる控除は次の表のとおりです。

　なお、基礎控除の適用を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書」（以下「基礎控除申告書」と

いいます。）を給与の支払者に提出する必要がありますのでご注意ください。

　また、扶養控除等（異動）申告書などの年末調整関係書類の記載に当たっての注意事項を各人に周知す

るための文例「各種控除について（給与所得者用）」や「年末調整を受ける際の注意事項」、「令和５年分	

給与所得者の扶養控除等申告書の記載例」などを国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載していますので、是非ご活用ください。

⑴　扶養控除等（異動）申告書の受理等

イ 　年末調整は、先に説明したように年末調整を行う時までに扶養控除等（異動）申告書を提出してい

る人について行うことになっていますから、年末調整の事務を始めるに当たっては、まず、各人から

この申告書が提出されているかどうかを確かめる必要があります。

ロ 　この申告書は、原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することに

なっており、また、年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申

告をすることになっています。まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人についても、

年末調整を行う時までに申告があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことになっていますから、

これらの申告を忘れていると思われる人については、早急に申告をするよう指導してください。

　 　特に、次のような事情があった人については、異動申告が忘れずに行われているかを確認してください。

申　　　　　　告　　　　　　書 控　　　　　　　　　　除 説明箇所

１　令和５年分　給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひと
り親控除、勤労学生控除

７～１４ページ
３５ページ

２　令和５年分　給与所得者の基礎控除申
告書

基礎控除 １４～１８ページ

３　令和５年分　給与所得者の配偶者控除
等申告書

配偶者控除、配偶者特別控除

４　令和５年分　所得金額調整控除申告書 所得金額調整控除

５　令和５年分　給与所得者の保険料控除
申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会
保険料控除（申告分）、小規模企業共済
等掛金控除（申告分）

１８～２５ページ

６　令和５年分　給与所得者の（特定増改
築等）住宅借入金等特別控除申告書（注１）

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除 ２６～３１ページ

（注）１　「平成３５年分」と記載されたものを含みます。
　　２ 　上記１から５までの様式については、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.

go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載しています（上記２から４までの様式については、３様式の兼用様式となっ
ています。）。上記６の申告書については、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所得者本人
に送付しています（確定申告の際に e-Tax による交付を希望した場合、住宅借入金等特別控除申告書兼控除証明書
の電子ファイルは毎年１０月以降に e-Tax メッセージボックスから確認することができます。）。

　　３ 　給与の支払者が、受給者（給与所得者、給与の支払を受ける人）から上記１から６までの申告書に記載すべき事
項に関し電磁的提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たしている場合には、その受給者は、
書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法により申告書に記載すべき事項の提供を行うことができます。
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イ� 本年の中途で、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減

少したこと。

ロ� 本年の中途で、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなったこと。

ハ� 本年の中途で、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなったこと。

⑵ 扶養控除等（異動）申告書の内容の確認

イ 扶養控除等（異動）申告書の内容の確認に当たっては、まず、次のことに注意してください。

イ 控除対象扶養親族（又は特定扶養親族、同居老親等、その他の老人扶養親族）や障害者（又は

同居特別障害者、その他の特別障害者）の数、寡婦、ひとり親、勤労学生などの確認は、各人か

らの申告に基づいて行うことになりますが、申告された控除対象扶養親族や障害者などが控除の

対象となるかどうかを確かめた上で、正しい控除を行うようにしてください。

　なお、扶養控除等（異動）申告書には、給与所得者本人及び控除対象扶養親族等のマイナン

バー（個人番号）を記載することとされており、給与の支払者は給与所得者の本人確認（番号確認＋

身元確認）を行う必要がありますので、ご注意ください。 

　一定の要件のもと、給与所得者本人及び控除対象扶養親族等のマイナンバー（個人番号）の記載を省略でき
る場合があります（４６ページ参照）。

（注）

　年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等
申告書」（以下「配偶者控除等申告書」といいます。）を給与の支払者に提出する必要があります。したがって、
扶養控除等（異動）申告書の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、配偶者控除又は配偶者
特別控除については、配偶者控除等申告書の提出を受けてください。
　なお、同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等（異動）申告書に所定の事項
を記載し、給与の支払者に提出する必要があります。

（注）

ロ 控除対象扶養親族や障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しま

すが、その判定の要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年１

月１日から１２月３１日までの合計所得金額により、 ②年齢は、本年１２月３１日（所得者本人やその親族

が年の中途で死亡したり、所得者本人が年の中途で出国して非居住者となる場合には、その死亡又

は出国の時）の現況により判定します。

１　年末調整を行った後、本年１２月３１日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、年末調
整のやり直しをすることができます（４５ページ参照）。

２　控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定することになります
から、本年分については扶養控除などの控除の対象となります。

３　合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及
び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、上場株式等に係る配当所得等
について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のその配当所得等の金額（上場株式等に係る譲渡損
失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用が
ある場合には、その適用前の金額）、土地・建物等の譲渡所得の金額（長期譲渡所得の金額（特別控除前）と
短期譲渡所得の金額（特別控除前））、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等
の金額（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
の適用がある場合には、その適用前の金額）、先物取引に係る雑所得等の金額（先物取引の差金等決済に係る
損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額）、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいい
ます。

なお、合計所得金額の計算に当たっては、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるペー
ジ」内の「詳しい説明（パンフレット）」の「年末調整」に掲載している「所得の種類・収入・
必要経費の範囲等」（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/PDF/25.pdf）をご
覧ください。

（注）

ハ� これらの控除対象扶養親族などに該当するかどうかを判定するときの要件である合計所得金額に
は、次のような所得は含まれません。
① 次のような所得で所得税が課されないもの
㋑　利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
㋺　遺族の受ける恩給や年金（死亡した人の勤務に基づいて支給されるものに限ります。）

（所得の種類・収入・
必要経費の範囲等）

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/PDF/25.pdf
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　㋩　雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
　㋥　生活用動産の売却による譲渡所得
　㋭　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等
②　利子所得又は配当所得のうち、
　㋑　源泉分離課税とされるもの
　㋺　確定申告をしないことを選択した一定の利子等又は配当等
③ 　源泉分離課税とされる定期積金の給付補塡金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一定の割引

債の償還差益
④ 　源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選

択したもの

ロ 　扶養親族等の内容とその確認に当たっての具体的な注意事項は、次のとおりです。

◉　扶 養 親 族

　所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色

事業専従者を除きます。）で、合計所得金額（８ページ参照）が４８万円以下の人をいいます。

（注） １　給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１０３万円以下であれば、合計所得金額が４８万円以下
になります。

 ２　公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が１５８万円以下（年齢６５歳未満
の人は１０８万円以下）であれば、合計所得金額が４８万円以下になります。

 ３　扶養親族が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認め
られています。したがって、例えば、扶養親族の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等
による収入金額が１０３万円以下であれば、合計所得金額が４８万円以下になります。

 ※　上記（注）の１から３までについては、下記の「同一生計配偶者」の場合も同様です。この場合、３の「扶養
親族」は「配偶者」と読み替えてください。

　 〔注意事項〕

１　ここでいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、

例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にする

ことを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、

「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

２　ここでいう「親族」とは、６親等内の血族と３親等内の姻族をいいます。

３　児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委

託されたいわゆる養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が４８万円以下の人も扶養

親族に含まれます。

◉　控除対象扶養親族

　扶養親族のうち、次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます。

⑴　居住者のうち、年齢１６歳以上の人（平成２０年１月１日以前に生まれた人）

⑵　非居住者のうち、

　①　年齢１６歳以上３０歳未満の人（平成６年１月２日から平成２０年１月１日までの間に生まれた人）

　②　年齢７０歳以上の人（昭和２９年１月１日以前に生まれた人）

　③　年齢３０歳以上７０歳未満の人（昭和２９年１月２日から平成６年１月１日までの間に生まれた

人）のうち、次のいずれかに該当する人

　　イ　留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

　　ロ　障害者

　　ハ 　所得者から本年において生活費又は教育費に充てるための支払を３８万円以上受けている

人
（注）  　「非居住者」とは、居住者以外の個人をいいます。また、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在ま

で引き続いて１年以上居所を有する個人をいいます。
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　 〔注意事項〕

　年齢１６歳未満の扶養親族（年少扶養親族）については、控除対象扶養親族に該当しません。生年

月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。

◉　特定扶養親族

　控除対象扶養親族のうち、年齢１９歳以上２３歳未満の人（平成１３年１月２日から平成１７年１月

１日までの間に生まれた人）をいいます。

　 〔注意事項〕

　申告された控除対象扶養親族については、生年月日により特定扶養親族に該当するかどうかを

確認し、控除漏れのないように注意してください。

◉　老人扶養親族

　控除対象扶養親族のうち、年齢７０歳以上の人（昭和２９年１月１日以前に生まれた人）をいいます。

　 〔注意事項〕

　申告された控除対象扶養親族については、生年月日により老人扶養親族に該当するかどうかを

確認し、控除漏れのないように注意してください。

◉　同居老親等

　老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者（以下「所得者等」といいます。）の直系尊属（父

母や祖父母などをいいます。）で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

　 〔注意事項〕

１　申告された老人扶養親族については、同居を常況としているかどうか等を所得者本人に確認

し、同居老親等に該当する場合には、控除漏れのないように注意してください。

２　所得者等の直系尊属である老人扶養親族（以下「老親等」といいます。）が同居老親等に該

当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、例えば、次のような場合に

はそれぞれ次のとおりとなります。

　⑴　所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることによ

り、所得者等と別居している場合……同居老親等に該当します。
　　  ※　老親等が老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となりますので、所得者等と同居

　しているとはいえません。

　⑵　その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合

　　……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に

該当します。

　⑶　所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居して

いる場合……同居老親等に該当しません。

◉　同一生計配偶者

　所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専

従者（以下「青色事業専従者等」といいます。）を除きます。）で、合計所得金額（８ページ参照）

が４８万円以下の人をいいます。

　 〔注意事項〕

１　ここでいう「生計を一にする」については、９ページの「扶養親族」の場合と同様です。

２　ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は

含まれません。
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◉　障害者（特別障害者）

所得者本人やその同一生計配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。

⑴　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人――これに該当する人は、全て

特別障害者になります。

⑵　児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障

害者と判定された人――このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 

※ 　重度の判定について、いわゆる「療育手帳」には、一般的に障害の程度が重度の場合は「Ａ」

（「マルＡ」、「Ａ２」など）、その他の場合には「Ｂ」などと表示されています。

　　なお、療育手帳の区分（障害の程度）について、ご不明な点などがありましたら、お住まい

　の各自治体へお尋ねください。

⑶　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている人――このうち、障害等級が１級の人は、特別障害者になります。

⑷　身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者とし

て記載されている人――このうち、障害の程度が１級又は２級である者として記載されている

人は、特別障害者になります。

⑸　戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人――このうち、障害の

程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。

⑹　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を

受けている人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。

⑺　常に就床を要し、複雑な介護を要する人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。

⑻　精神又は身体に障害のある年齢６５歳以上の人（昭和３４年１月１日以前に生まれた人）で、その

障害の程度が上記の⑴、⑵又は⑷に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長

や福祉事務所長の認定を受けている人――このうち、上記の⑴、⑵又は⑷に掲げた特別障害者と

同程度の障害のある人として市町村長等の認定を受けている人は、特別障害者になります。

　 〔注意事項〕

　現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付

を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の

時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障

害者（又は特別障害者）に該当するものとして取り扱われます。

◉　同居特別障害者

　同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は

所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

　 〔注意事項〕

１　ここでいう「生計を一にする」については、９ページの「扶養親族」の場合と同様です。

２　申告された特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族については、同居特別障害者に該

　当するかどうかを所得者本人に確認し、控除漏れのないように注意してください。

◉　寡　　　婦

　所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます（ひとり親に該当する人を除きま

す。）。

⑴　夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人

　イ　扶養親族を有すること。



─ 12 ─

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
手

順

 

・
控
除
額
の
確
認

　ロ　合計所得金額（８ページ参照）が５００万円以下であること。

　ハ　その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

⑵ 　夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいず

れにも該当する人

　イ　合計所得金額（８ページ参照）が５００万円以下であること。

　ロ　その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

　（注）　給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が６,７７７,７７８円以下であれば、合計所得金額が５００万円
以下となります。

　 〔注意事項〕

　ここでいう「その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」とは、次の人をい

います。

１　その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する

人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と

同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人

２　その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との

続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認め

られる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

◉　ひ と り 親

　所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の⑴、⑵及び

⑶のいずれにも該当する人をいいます。

⑴ 　その人と生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年

分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が４８万円以下の子に限ります。）を有すること。

⑵　合計所得金額（８ページ参照）が５００万円以下であること。

⑶　その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

　 〔注意事項〕

１ 　ここでいう「生計を一にする」については、９ページの「扶養親族」の場合と同様です。

２ 　ここでいう「その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」とは、次の人を

いいます。

　⑴ 　その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属す

る人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人

　⑵ 　その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主と

の続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の

事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

◉　勤 労 学 生

　所得者本人が、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人をいいます。

⑴　次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。

　①　学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支

援学校、大学、高等専門学校

　②　国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労

働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民

健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、



─ 13 ─

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
手

順

 

・
控
除
額
の
確
認

　　 一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を

満たす専修学校又は各種学校（以下「専修学校等」といいます。）を設置する者の設置した専

修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの

　③　認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの

⑵　合計所得金額（８ページ参照）が７５万円以下であること。

（注）　給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１３０万円以下であれば、合計所得金額が７５万円以下

になります。

⑶　合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が１０万円以下であること。

（注）　「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。

　 〔注意事項〕

　上記⑴の②又は③の生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、次の証明書を

扶養控除等（異動）申告書に添付して提出又は提示する必要があります。専修学校等の生徒又は職

業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。

①　その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓

練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部

科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し

②　その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業

訓練法人の代表者の証明書

◉　国外居住親族

　非居住者である親族をいいます。 

　 〔注意事項〕

　国外居住親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受けるためには、次の証明書を扶養控除

等（異動）申告書に、添付して提出又は提示する必要があります。

①　親族関係書類（その国外居住親族が「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」

に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」に加えて、「留学ビ

ザ等書類」）

②　送金関係書類（その国外居住親族が「所得者から本年において生活費又は教育費に充てるた

めの支払を３８万円以上受けている人」に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合は、

「３８万円送金書類」）

（注）１ 　親族関係書類及び留学ビザ等書類は、扶養控除等（異動）申告書を提出する際に添付又は提示する必要
があります。

　　　  また、送金関係書類及び３８万円送金書類は、年末調整の際に添付又は提示する必要があります。
　２　年末調整の際に、国外居住親族に係る扶養控除等を受けようとする場合は、既に給与の支払者に提出し

た扶養控除等（異動）申告書の「生計を一にする事実」欄にその年に国外居住親族に対して送金等をした
金額を追記する必要があります。または、「生計を一にする事実」欄を記載した扶養控除等（異動）申告
書を別途作成して提出しても差し支えありません。

　３　親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類及び３８万円送金書類は、次に掲げる書類になります。
　　　なお、これらの書類が外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。
　　イ　「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその所得者の親族である

ことを証するものをいいます。
　　　①　戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券（パスポート）の写し
　　　②　外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居

所の記載があるものに限ります。）
　　ロ　「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る外国における

査証（ビザ）に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その国外居
住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及
び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
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⑴　基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理

　基礎控除、配偶者控除又は配偶者特別控除及び所得金額調整控除（注１）は、各人から提出された基礎控

除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書（以下これらの申告書を「基礎控除申告書等」

といいます。）に基づいて行うことになっていますから、基礎控除申告書等の用紙をあらかじめ各人に

配付しておき、年末調整を行う時までに提出を受けてください。

　　（注） １　子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除をいいます。以下同じです。
 ２ 　非居住者である配偶者に係る配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、配偶者控

除等申告書にその旨を記載した上で、その申告書に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付して給与の支
払者に提出をするか、又はその申告書の提出をする際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提示する必要
があります。

　 　なお、扶養控除等（異動）申告書を提出する際に、非居住者である配偶者に係る「親族関係書類」を提出又は
提示している場合には、「親族関係書類」の提出は不要です。

　 　また、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の詳細については、１３ページの「国外居住親族」をご確認ください。

３ 　国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載している基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額
調整控除申告書については、３様式の兼用様式となっています。

⑵　基礎控除申告書の内容の確認

　基礎控除申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　基礎控除とは

　基礎控除とは、所得者の合計所得金額（８ページ参照）が２,５００万円以下である場合に、その所得

者本人の所得金額の合計額から４８万円を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除する

というものです。

２－２　基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
手

順

 

・
控
除
額
の
確
認

　　　ハ 　「送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるた

めの支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
　　　①　金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族

に支払をしたことを明らかにする書類
　　　②　いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行

会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入
等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

　　ニ　「３８万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金

額の合計額が３８万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

（※） 　「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」及び「３８万円送金書類」の詳細については、国税庁
ホームページに掲載している「令和５年１月からの国外居住親族に係る扶養控除等 Q ＆ A（源泉所得税関係）」
をご確認ください。

⑶　扶養控除等（異動）申告書と源泉徴収簿との照合

　扶養控除等（異動）申告書の内容について確認を終えた後、その申告書の内容が各人の源泉徴収簿の「扶

養控除等の申告・各種控除額」欄に正しく記入されているかどうかを確かめます。

　なお、扶養控除額などの計算は、この欄の記載に基づいて行うことになりますので、正確に記入して

おくことが必要です。

（注）　源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載しているものですが、
以下の説明は、便宜上この源泉徴収簿の様式を用いて行うことにします。

　　　なお、源泉徴収簿の記載例については、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/
users/gensen/nencho/index.htm）に掲載している「源泉徴収簿を使用した年末調整の手順」をご確認ください。
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　【基礎控除額の計算の順序】

　基礎控除額は、基礎控除申告書で求めることができるようになっていますので、次の１～３の順

序により、正しい控除額で申告が行われているかどうかを確かめます。

１　所得者の合計所得金額の見積額の計算

　 　「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄及び⑵欄を記載し、それらの

合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載します。

２　所得者の合計所得金額の区分の判定及び控除額の記載

　 　上記１で計算した合計額を基に「控除額の計算」の表の「判定」欄の「９００万円以下（Ａ）」

から「２,４５０万円超２,５００万円以下」までの該当する□にチェックを付け、判定結果に対応する

控除額を「基礎控除の額」欄に記載します。

３　「区分Ⅰ」欄の記載

　 　上記２の判定結果が「９００万円以下（Ａ）」から「９５０万円超１,０００万円以下（Ｃ）」までに該

当する場合は、Ａ、Ｂ又はＣの判定結果を「区分Ⅰ」欄に記載します。

（注）　 「区分Ⅰ」欄は、配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額の計算において使用しますので、配偶者控除又は
配偶者特別控除の適用を受けない場合は、「区分Ⅰ」欄を記載する必要はありません。

⑶　配偶者控除等申告書の内容の確認

　配偶者控除等申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　配偶者控除とは

　配偶者控除とは、所得者（合計所得金額（８ページ参照）が１，０００万円以下の人に限ります。）

が控除対象配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から３８万円（配偶者が老

人控除対象配偶者の場合は、４８万円）を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除

するというものです。

　なお、配偶者の合計所得金額が４８万円を超えるときは、配偶者控除の適用は受けられません。

（注）１　配偶者特別控除の適用を受けている人は、配偶者控除の適用を受けることができません。
　　２　所得者本人の所得が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が１，１９５万円（所得金額調整控除の適

用がある場合は１，２１０万円）を超えるときは、合計所得金額が１，０００万円を超えることとなります（次の「配
偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

※この申告書の提出を受けた給与の支払者（個人を除きます。）が記載してください。

○　年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、「要件」欄の該当する項目にチェックを付け、その項目に応じて「☆扶養親族等」欄及び「★特別障害者」欄にその該当する者について記載してください（該当者が複数人いる場合は、いず
　 れか１名を記載することで差し支えありません。）。
 　　なお、「要件」欄の２以上の項目に該当する場合は、いずれか１つの要件について、チェックを付け記載をすることで差し支えありません。
○　年末調整における所得金額調整控除の額については給与の支払者が計算しますので、この申告書に所得金額調整控除の額を記載する欄はありません。

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆　あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、記載する必要はありません。

（裏面「３－２⑷」を参照）

 □ 扶養控除等申告書のとおり

あ な た と 左 記 の 者 の 住 所 又 は 居 所 が
異 な る 場 合 の 左 記 の 者 の 住 所 又 は 居 所

左 記 の 者 の
あなたとの続柄

左 記 の 者 の 合 計
所得金額（見積額）

円

年 月 日

☆
扶
養
親
族
等

（　フ　リ　ガ　ナ）
同一生計配偶者又は扶養親族の氏名

左 記 の 者 の 個 人 番 号 左 記 の 者 の 生 年 月 日
★
特
別
障
害
者

特別 障害 者に 該当 する 事実
 明・大・昭
 平・令

1万円

摘 要 配 偶 者 控 除 配　偶　者　特　別　控　除

11万円   9万円   7万円   6万円   4万円 2万円□ 2,450万円超〇 2,500万円以下 16万円 Ｃ 16万円

14万円 11万円   8万円

円
□ 950万円超○ 1,000万円以下

6万円 3万円
基 礎 控 除 の 額

円□ 2,400万円超○ 2,450万円以下 32万円 Ｂ

36万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円

4万円 2万円

配 偶 者 控除 の額

□ 900万円超○ 0,950万円以下 （Ｂ）

（左のA～Cを記載）

① 130万円超○

133万円以下
配偶者特別控除の額

□ 1,000万円超○ 2,400万円以下
区
分
Ⅰ

Ａ 48万円 38万円 38万円

100万円超○

105万円以下

105万円超○

110万円以下

110万円超○

115万円以下

115万円超○

120万円以下

120万円超○

125万円以下

125万円超○

130万円以下

②

○　控除額の計算 ○　控除額の計算

判
　
　
　
定

□ 900万円以下 （Ａ）

48万円
（Ｃ）

 95万円超○

100万円以下

区分Ⅰ 区 分 Ⅱ

③
④（上記「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（(1)と(2)の合計額）」（＊印の金額））

円 13万円 13万円 12万円

32万円 26万円 26万円 24万円 21万円 18万円

配

偶

者

特

別

控

除
□ 95万円超133万円以下 （④）

あなたの本年中の合計所得金額の見積額
（(1)と(2)の合計額） 円

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
（(1)と(2)の合計額）

＊

給 与 所 得 以 外
の所得の合計額

(裏面「４⑵」を参照）

円

□ 48万円超95万円以下

円 区分Ⅱ
（上の①～④を記載）

(2)
給 与 所 得 以 外
の所得の合計額

(裏面「４⑵」を参照）

円

(2)

48万円以下かつ年齢70歳未満 （②）
円

(裏面「４⑴」を参照）

判
　
　
　
定

□ （①）

（③）

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆　　　

○　あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 ○　配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算

円

(1) 給 与 所 得

配
偶
者
控
除

(1) 給 与 所 得

円

(裏面「４⑴」を参照）

所 得 の 種 類 収 入 金 額 所 得 金 額 所 得 の 種 類 収 入 金 額 所 得 金 額

円

□

日

税務署長

～記載に当たってのご注意～ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆　　　
◎
　
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た

�
て
は

�
裏
面
の
説
明
を
お
読
み
く
だ
さ
い

�

○　「控除額の計算」の表の「区分Ⅰ」欄については、「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄を参照してください。

あ な た と 配 偶 者 の 住 所 又 は 居 所 が
異 な る 場 合 の 配 偶 者 の 住 所 又 は 居 所

非 居 住 者
で あ る 配 偶 者

生 計 を 一 に す る 事 実

○　「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄が(A)～(C)に該当しない場合や「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」欄が①～④に該当しない場合は、配偶者控除及び
　配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
配　偶　者　の　氏　名

配 偶 者 の 個 人 番 号 配 偶 者 の 生 年 月 日

　明・大
　昭・平

年

48万円以下かつ年齢70歳以上
（昭27.1.1以前生）
《老人控除対象配偶者に該当》

月

令和３年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
所轄税務署長 給 与 の 支 払 者 の

名 称 ( 氏 名 ) ( フ リ ガ ナ )
あ な た の 氏 名給 与 の 支 払 者 の

法 人 番 号

給 与 の 支 払 者 の
所 在 地 ( 住 所 )

あ な た の 住 所
又 は 居 所

基・配・所

※ 左の｢控除額の計算｣の表

を参考に記載してください。
※ 左の｢控除額の計算｣の表を

参考に記載してください。

（注）「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下（給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下）の人をいいます。

◎ 「基礎控除申告書」と「配偶者控除等申告書」については、次の場合に応じて記載してください。
１ あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合
計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告
書」の順に記載してください。
２ 上記１以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合
は、「基礎控除申告書」のみ記載してください（「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありま
せん。）。

◎ 「所得金額調整控除申告書」については、年末調整において所得金額調整控除の適用を受け
ようとする場合に記載してください。なお、あなたの本年中の年末調整の対象となる給与の収入
金額が850万円以下である場合又は「所得金額調整控除申告書」の「要件」欄の各項目のいずれ
にも該当しない場合には、所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

記載のしかたはこちら

□ 扶養親族が年齢23歳未満（平11.1.2以後生）

□ 扶養親族が特別障害者

□ 同一生計配偶者
（注）

が特別障害者

□ あなた自身が特別障害者

要

件

（右の★欄のみを記載）

（右の☆欄及び★欄を記載）

（右の☆欄及び★欄を記載）

（右の☆欄のみを記載）

1

2

3

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
手

順

 

・
控
除
額
の
確
認
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　　３　配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１０３万円を超えるとき、また、配偶
者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢６５歳以上の人に
ついては１５８万円を超えるとき、年齢６５歳未満の人については１０８万円を超えるときは配偶者控除の適用は
受けられません。

　〔注意事項〕

１　ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者等は含まれ

ません（次の「配偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

２　控除対象配偶者とは、同一生計配偶者（所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者

等を除きます。）で、合計所得金額が４８万円以下の人をいいます。）のうち、合計所得金額が

１，０００万円以下である所得者の配偶者をいいます。

３　老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢７０歳以上の人（昭和２9年１月１日以

前に生まれた人）をいいます。

４　年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の配偶者控除又は配偶者特別控除の

対象となる配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか１人に限られます（次の「配

偶者特別控除とは」の場合も同様です。）。

　配偶者特別控除とは

　配偶者特別控除とは、所得者（合計所得金額（８ページ参照）が１,０００万円以下の人に限ります。）

が生計を一にする配偶者（合計所得金額が１３３万円以下の人に限ります。）で控除対象配偶者に該

当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から３８万円を限度として、所得

者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。

　なお、配偶者の合計所得金額が４８万円以下であるとき又は１３３万円を超えるときは、配偶者特

別控除の適用は受けられません。

（注）１　配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
　　２　配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１０３万円以下のとき又は２０１万６千円

以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収
入金額が年齢６５歳以上の人については１５８万円以下のとき又は２４３万円を超えるとき、年齢６５歳未満の人に
ついては１０８万円以下のとき又は２１４万円を超えるときは、配偶者特別控除の適用は受けられません。

　〔注意事項〕

　夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の

配偶者は、この控除の適用は受けられません。

【配偶者控除額及び配偶者特別控除額の計算の順序】

　配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、配偶者控除等申告書で求めることができるようになって

いますので、次の１～５の順序により、正しい控除額で申告が行われているかどうかを確かめます。

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
手

順

 

・
控
除
額
の
確
認

 

48

32

16

0,950

1,000

2,400

2,450

2,500

900

900

950

1,000

2,400

2,450 2 113 13 12

 
 

  9   716

24 21 18 14 11   8

  6   4

32 26 26

38 38 36 31 26 2148

4 2

11

 

16 11 6 3

95 133

(1) (2) (1) (2)

(

48 95

(1) (2)

(2)

(

(2)

(1)(1)

(

48 70

(

48 70
28.1.1

(A) (C)

( )

 

 23 12.1.2

 

 

～記載に当たってのご注意～ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆　　　

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆　

区分Ⅱ

区 分 Ⅱ区分Ⅰ

区
分
Ⅰ

基 礎 控 除 の 額

（上の①～④を記載）

配 偶 者 控 除 の 額

配偶者特別控除の額
（左のA～Cを記載）

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆　

令和４年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

29

1

2
3

5
4
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１　所得者の合計所得金額の見積額の計算

　　基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄及び「区

分Ⅰ」欄を記載します（記載に当たっては、１５ページの【基礎控除額の計算の順序】１～３を

参照してください。）。

２　配偶者の合計所得金額の見積額の計算（＊）

　　「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の⑴欄及び⑵欄を記載し、それらの

合計額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載します。

３　配偶者の合計所得金額の区分の判定及び「区分Ⅱ」欄の記載

　　上記２で計算した合計額及び「配偶者の生年月日」欄を基に「判定」欄の「４８万円以下かつ

年齢７０歳以上（昭２９．１．１以前生）」から「９５万円超１３３万円以下」までの該当する□にチェッ

クを付け、①、②、③又は④の判定結果を「区分Ⅱ」欄に記載します。

４　「控除額の計算」の表に、上記１の判定による区分（Ａ～Ｃ）及び上記３の判定による区分（①

～④）を当てはめ、配偶者控除額又は配偶者特別控除額を求めます。

５　上記４により求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶

者特別控除の額」欄に記載します。
（注）　区分Ⅱが①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に該当する控除額を記載し、区分Ⅱが③又は④の場

合は「配偶者特別控除の額」欄に該当する控除額を記載します。

　
⑷　所得金額調整控除申告書の内容の確認

　所得金額調整控除申告書の内容の確認に当たっての注意事項は、次のとおりです。

　所得金額調整控除とは

　所得金額調整控除とは、所得者（その年中の給与の収入金額が８５０万円を超える人に限ります。）

が、特別障害者に該当する場合又は年齢２３歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者

若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、その所得者本人の給与所得の金額から１５万

円を限度として、給与の収入金額（その給与の収入金額が１,０００万円を超える場合には、１,０００万円）

から８５０万円を控除した金額の１００分の１０に相当する金額を給与所得の金額から控除するというも

のです。

　〔注意事項〕

１　年末調整において、所得金額調整控除の適用を受けようとする場合における「給与の収入金

額」が８５０万円を超えるかどうかの判定は、主たる給与の支払者（扶養控除等（異動）申告書

　の提出先）から受ける給与などの年末調整の対象となる給与（注１）の総額が８５０万円を超えるか

どうかにより行います（注２）。

（注） １　年末調整の対象となる給与については３２ページを参照してください。
 ２ 　給与の支払を受ける人が基礎控除申告書や配偶者控除等申告書の作成に当たって行う「本年中の合

計所得金額の見積額」の計算において、給与の支払を受ける人が２か所以上から給与の支払を受けて
いる場合には、その給与の全部を基にその計算を行う必要があります。

２　例えば、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が８５０万

円を超える人に該当し、年齢２３歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶

養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。

⑸　基礎控除額及び配偶者控除額又は配偶者特別控除額等の源泉徴収簿への記入

　基礎控除申告書及び配偶者控除等申告書の内容について確認を終えた後、それらの申告書の記載に基

づいて、基礎控除の額及び配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額を各人の源泉徴収簿の「基礎控除 
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２－３　保険料控除申告書の受理と内容の確認

⑴　保険料控除申告書の受理

　年末調整の際には、生命保険料控除や地震保険料控除などの控除を行います。これらの控除は、各人

から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」（以下「保険料控除申告書」といいます。）に基づい

て行うことになっていますから、この申告書の用紙をあらかじめ各人に配付しておき、年末調整を行う

時までに提出を受けてください。

⑵　保険料控除額の確認

　控除の対象となる生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金について、次のよう

な点に注意して控除額を確認し、正しく控除を行ってください。

◉　生命保険料控除

　生命保険料とは

⑴ 　生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険

料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。また、その保険料は「一般の生命保険料」、

「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。
　　また、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る保険料は新生命保険料・介護医療

保険料・新個人年金保険料に区分され、平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に係る保

険料は旧生命保険料・旧個人年金保険料に区分されます。

　　生命保険料控除の対象となる保険契約等の詳細については、国税庁ホームページ（https://

www.nta.go.jp）をご確認ください。

（注）　その支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金その他の給付金
の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料については親族を除きます。）
となっていることが必要です。

⑵　支払った保険料や掛金の金額については、その保険料の区分ごとにそれぞれ合計額を計算し

ます。

　　新生命保険料を旧生命保険料に含めることや新個人年金保険料を介護医療保険料に含めるこ

となど、支払った保険料の区分を他の区分に振り替えることはできません。

⑶　生命保険契約等に基づき剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けているときは、新生命保険料、

旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料の金額の各合計額か

らそれぞれの保険料の区分に対応する剰余金や割戻金の金額の合計額を差し引いた残額が控除

の対象となります。

　 〔注意事項〕

１　保険金又は年金の受取人は、所得者本人又は所得者の配偶者や親族（個人年金保険料につい

ては親族を除きます。）だけであるかどうか。

２　本人自身が支払ったものであるかどうか。

　　なお、給与の支払者が負担した保険料の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

額⑲」欄及び「配偶者（特別）控除額⑰」欄にそれぞれ記入します。また、「配偶者の本年中の合計所

得金額の見積額（⑴と⑵の合計額）」欄に記載されている金額を源泉徴収簿の「配偶者の合計所得金額」

欄に記入します（４２ページの記入例参照）。

　なお、所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除額を各人の源泉徴収簿の「所得金額

調整控除額⑩」欄で計算します（所得金額調整控除額は、年末調整の対象となる給与の総額を計算した

後に計算しますので、源泉徴収簿に所得金額調整控除の適用がある旨を記載しておくと便利です。）。
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　 が支払ったものとして控除の対象となります。

３　本年中に支払ったものであるかどうか。

　　この場合の支払った金額については、次のように取り扱われます。

　⑴　払込期日が到来した保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません。

　⑵　保険料の払込みのない契約を有効に継続させるため、保険会社などが貸付けを行ってその

払込みに充当する処理を行ういわゆる「振替貸付」によって保険料の払込みに充てられた金

額は、支払った保険料に含まれます。

　⑶　翌年以後に払込期日が到来する保険料を一括して払い込んだいわゆる「前納保険料」につ

いては、次の算式により計算した金額が、本年中に支払った保険料の金額となります。

４　生命保険契約等に基づき剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合又は剰余金や割戻

金が保険料の払込みに充てられている場合には、契約保険料などの金額から、これらの剰余金

や割戻金の額が差し引かれているかどうか。

　　この場合、数口の契約があるときは、保険料の区分ごとに、支払った保険料の合計額からそ

の剰余金などの合計額を差し引いた残額が、控除の対象となる新生命保険料、旧生命保険料、

介護医療保険料、新個人年金保険料又は旧個人年金保険料の金額となります。

５　新個人年金保険料を新生命保険料に含めるなど支払った保険料を他の区分の保険料に含めて

控除額の計算をしていないかどうか。

６　個人年金保険契約等で傷害特約、疾病特約等が付されているものの保険料や掛金のうち、その特

約部分の保険料や掛金については、個人年金保険料に含めて控除額の計算をしていないかどうか。

　証明書類

　旧生命保険料にあっては、本年中に支払った一契約の保険料の金額（本年において剰余金の分

配や割戻金の割戻しを受けた場合又は分配を受ける剰余金や割戻しを受ける割戻金をもって生

命保険料の払込みに充てた場合には、その剰余金や割戻金の額を差し引いた残額）が９，０００円を 

超えるものについて、また、旧生命保険料以外の保険料にあっては、金額の多少にかかわらず全

てのものについて、その保険料を支払ったこと等の証明書類又はその証明書類に記載すべき事項

を記録した電子証明書等（注１）に係る電磁的記録印刷書面（注２）を保険料控除申告書に添付して提

出又は提示する必要があります。

　なお、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合、その保険料控除

申告書に添付すべき証明書類等の提出又は提示に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項

が記録された情報で電子証明書等（注１）が付されたものを保険料控除申告書に記載すべき事項と併

せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。
（注） １ 　電子証明書等とは、証明書類の発行者（保険会社等）の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を

いいます（２１ページの「地震保険料控除」、２３ページの「社会保険料控除」、２４ページの「小規模企業共済
等掛金控除」及び２６ページの「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」の証明書類においても同様です。）。

 ２ 　電磁的記録印刷書面とは、電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コード
が付された出力書面をいいます（２１ページの「地震保険料控除」、２３ページの「社会保険料控除」、２４ペー
ジの「小規模企業共済等掛金控除」及び２６ページの「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」の証明書
類においても同様です。）。

 　 　なお、控除証明書等データから電磁的記録印刷書面を作成することができるシステムを国税庁ホーム
ページ（https://www.nta.go.jp）に掲載していますので、ご利用ください。

　この場合の証明書類については、次のように取り扱われます。

⑴　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日まで
に提出又は提示することを条件として生命保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよ
いことになっています。

前納保険料の総額
前納により割引をされた場
合には、その割引後の金額

× 前納保険料に係る本年中に到来する払込期日の回数
前納保険料に係る払込期日の総回数
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⑵　次の保険料については、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」、「保険等の契約者の
氏名」、「保険金等の受取人」などに誤りがないことについて、その勤務先で確認すれば、証明
書類を提出又は提示しなくてもよいことになっています。

①　勤務先を対象とする団体特約に基づいて支払った保険料
②　確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約に基づいて支払った保険料

（注）   確認した場合は、保険料控除申告書などに確認した旨を明らかにしておいてください。

⑶　ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した、保険料などの領収書や支払っ

た生命保険料の金額と保険契約者などの氏名を証明するために特に発行した書類をいいます。

　　なお、郵便振替などを利用して支払った生命保険料の証明書類については、保険契約者の氏

名に代えて、保険証券や年金証書の記号と番号が記載されていればよいことになっています。

⑷　月払契約により支払った生命保険料の証明書類には、「本年中に支払った生命保険料の金額」

に代えて、毎月の払込保険料の金額と本年１月から９月までの払込みの状況がわかる事項が記

載されていればよいことになっています。

　生命保険料の控除額の計算

　保険料控除申告書に記載されている生命保険料の控除額が、一般の生命保険料、介護医療保険
料又は個人年金保険料の区分ごとに、それぞれ正しく計算されているかどうかを確かめます。
　生命保険料の控除額は、次の表により計算した一般の生命保険料の控除額（①、②、③のうち
最も大きい金額）、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額（④、⑤、⑥のうち最
も大きい金額）の合計額となります。
　なお、一般の生命保険料の控除額、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額の合
計額が１２万円を超える場合には、生命保険料の控除額は最高１２万円が限度となります。

保 険 料 の 区 分 控　除　額

一般の
生命保険料

⑴　支払った新生命保険料について控除の
適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額　（①）

⑵　支払った旧生命保険料について控除の
適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめて計算し
た金額　（②）

⑶　支払った新生命保険料及び旧生命保険料
の両方について控除の適用を受ける場合（注１）

上記①及び②の金額の合計額
（最高４万円）　（③）

介護医療保険料
計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額

個人年金
保険料

⑴　支払った新個人年金保険料について控
除の適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅰに当てはめて計算し
た金額　（④）

⑵　支払った旧個人年金保険料について控
除の適用を受ける場合（⑶の場合を除く）

計算式Ⅱに当てはめて計算し
た金額　（⑤）

⑶　支払った新個人年金保険料及び旧個人
年金保険料の両方について控除の適用を
受ける場合（注１）

上記④及び⑤の金額の合計額
（最高４万円）　（⑥）

【計算式Ⅰ（新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料を支払った場合）】

支払った保険料等の金額 控　除　額

２０，０００円以下 支払った保険料等の金額の全額

２０，００１円から４０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋１０，０００円

４０，００１円から８０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

４＋２０，０００円

８０，００１円以上 一律に４０，０００円
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【計算式Ⅱ（旧生命保険料又は旧個人年金保険料を支払った場合）】

支払った保険料等の金額 控　除　額

２５，０００円以下 支払った保険料等の金額の全額

２５，００１円から５０，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋１２，５００円

５０，００１円から１００，０００円まで （ 支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

４＋２５，０００円

１００，００１円以上 一律に５０，０００円

（注）１ 　支払った旧生命保険料又は旧個人年金保険料の金額が６万円を超える場合には、③又は⑥の金額
よりも②又は⑤の金額の方が大きくなりますので、②又は⑤の金額が控除額となります。

　　２　控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

◉　地震保険料控除

　地震保険料とは

⑴　地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所

有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれ

らの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に

基づく地震等損害部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。

　　なお、地震保険料控除の対象となる保険契約等の詳細については、国税庁ホームページ（https://

www.nta.go.jp）をご確認ください。

⑵　剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けたり、その剰余金や割戻金を保険料の払込みに充てた

りした場合には、その年中に支払った保険料の合計額からその支払を受けたり払込みに充てた

りした剰余金や割戻金の合計額を差し引いた残額が控除の対象となります。

⑶　平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約等（以下「旧長期損害保険契約」といい

ます。）に係る保険料又は掛金（以下「旧長期損害保険料」といいます。）を支払った場合には、

これら旧長期損害保険料のうち一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含

めることができます。

（注）  　「長期損害保険契約等」とは、平成１８年度の税制改正前の所得税法第７７条第１項に規定する損害保険契
約等のうち、次の全てに該当するものをいいます（保険期間又は共済期間の始期が平成１９年１月１日以後
であるものを除きます。）。
①　保険期間又は共済期間の満期後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約等でこれらの期間が１０年以

上であること
②　平成１９年１月１日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること

⑷　この地震保険料控除は、本人から提出された保険料控除申告書に基づいて控除することに

なっています。

　 〔注意事項〕

１　保険の目的

　家屋や家財を保険又は共済の目的とする損害保険契約等は、所得者本人又は本人と生計を一

にする親族が所有して常時居住している家屋や、これらの人の所有している生活に通常必要な

家財を保険の目的としているものであるかどうか。

２　保険料の支払内容等

⑴　本人自身が支払ったものであるかどうか。
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　　　給与の支払者が負担した地震保険料の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

　　が支払ったものとして控除の対象になります。

⑵　本年中に支払ったものであるかどうか。

　　いわゆる「振替貸付」により保険料の払込みに充てられた金額や、いわゆる「前納保険料」

があるときは、生命保険料の場合と同様に取り扱われますので１９ページを参照してください。

⑶　剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合又は剰余金や割戻金が地震保険料の払込

みに充てられている場合には、契約保険料の金額からこれらの剰余金や割戻金の額が差し引

かれているかどうか。

　証明書類

　保険料の金額の多少に関係なく、その保険料を支払ったこと等の証明書類又はその証明書類に

記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を保険料控除申告書に添付し

て提出又は提示する必要があります。

　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日までに

提出又は提示することを条件として地震保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいこ

とになっています。

　なお、証明書類の電子データによる提供や証明書類として使用される書面の内容などについて

は、生命保険料の場合と同じですから、１９・２０ページを参照してください。

　地震保険料の控除額の計算

　保険料控除申告書に記載されている地震保険料の控除額が、次により正しく計算されているか

どうかを確かめます。

（注）１　ここでいう地震保険料等とは、地震保険料控除の対象となる地震保険料及び旧長期損害保険料をいいます。
　　２　一つの契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われるものと旧長期損害保険契約のいずれの

契約区分にも該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の
控除額を計算します。

　　３　地震保険料の控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げ
ます。

支払った保険料等の区分 支払った保険料等の金額 地震保険料の控除額

①

地震保険料等に係る契約の
全てが地震等損害により保
険金や共済金が支払われる
損害保険契約等に該当する
ものである場合

― ―
その年中に支払った地震保険料の
金額の合計額（最高５万円）

②

地震保険料等に係る契約の

全てが旧長期損害保険契約

に該当するものである場合

旧長期損害保険

料の金額の合計

額

１０，０００円以下 その合計額

１０，０００円超

２０，０００円以下 （支払った保険料等
の金額の合計額 ）×１

２＋５，０００円

２０，０００円超 一律に１５，０００円

③ ①と②がある場合

①、②それぞれ

計算した金額の

合計額

５０，０００円以下 その合計額

５０，０００円超 一律に５万円
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◉　社会保険料控除

　社会保険料とは

⑴　社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族の負

担すべき社会保険料で、所得者本人が支払ったものに限られます。

　　なお、社会保険料控除の対象となる社会保険料の詳細については、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

⑵　社会保険料には、次の①と②があり、その全額が控除されます。このうち、②について 

は、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになります。

①　健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引か

れているもの

②　国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
（注）   介護保険の保険料については、年齢４０歳から６４歳までの人は健康保険や国民健康保険の保険料に介護 

保険料相当額が含まれており、年齢６５歳以上の人は原則として公的年金等から介護保険料が特別徴収され
ることになっています。

⑶　本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場

合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。

（注）　後期高齢者医療制度の保険料について、本人と生計を一にする親族が負担すべき保険料を本人が口座振
替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った本人の社会保険料として控除できます。

　　　なお、年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保
険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。

　証明書類

　国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金（以下「保険料等」といいます。）で本人が直接支払っ

たものについては、支払った保険料等の多少に関係なく、その保険料等を支払ったことの証明書

類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。

　証明書類の交付を請求中などのため、証明書類が確認できない場合でも、翌年１月末日までに

提出又は提示することを条件として社会保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいこ

とになっています。

　ここでいう証明書類とは、厚生労働省又は各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明

書などをいいます。

（注）   国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料等を支払ったことを証明する書類が必要で

すが、それ以外の保険料等については必要はありません。

　　　なお、証明書類の範囲には、その証明書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印

刷書面が含まれます。また、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合、その保

険料控除申告書に添付すべき証明書類等の提出又は提示に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項が

記録された情報で電子証明書等が付されたものを保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データに

より給与の支払者に提供することができます（２４ページの「小規模企業共済等掛金控除」の証明書類にお

いても同様です。）。

　毎月の給与から差し引かれた社会保険料等の集計

⑴　本年中に給与から差し引かれた社会保険料等の総額を集計します。この集計は、給与の総額

等を集計するとき（３２ページ参照）に併せて行っても差し支えありません。

⑵　この集計に当たっては、本年中に他から転職してきた人については、その人が前の勤務先に

扶養控除等（異動）申告書を提出して支払を受けた給与から差し引かれた社会保険料等も含め

て集計してください（その人が転職前の勤務先から交付を受けた本年分の「給与所得の源泉徴

収票」などにより確認してください。）。

⑶　給与の支払者が負担した社会保険料等の金額で給与として課税されるべきものは、本人自身

が支払ったものとして控除の対象となりますので、これも集計に含めます。
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（注）   特定の小規模企業共済等掛金は毎月の給与から社会保険料と併せて控除されますので、源泉徴収簿では、 

これらの金額を合計して記入するよう「社会保険料等」としています。

　 〔注意事項〕

　本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象とされますので、納付期日が到来して本年中に

支払うべき保険料であっても現実に支払っていないものは含まれません。

　また、翌年以後に納付期日が到来する保険料を一括して支払ったいわゆる「前納保険料」につ

いては、次の算式により計算した金額が本年中に支払った社会保険料となります（各年分に相当

する額を各年において控除する方法）。

前納保険料の総額
前納により割引をされた場
合には、その割引後の金額

× 前納保険料に係る本年中に到来する納付期日の回数
前納保険料に係る納付期日の総回数

　ただし、前納の期間が１年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することがで

きる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、本人がその前納保

険料の全額を保険料控除申告書に記入して申告した場合には、その全額を本年の年末調整の際に

控除しても差し支えありません（納めた年に全額控除する方法）。

※　２年前納された国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年において控除

する方法を選択される場合は、各年分に対応する社会保険料控除証明書を本人自らが年分ごと

に切り取り、保険料控除申告書に添付して給与の支払者へ提出又は提示することとなっていま

す。

◉　小規模企業共済等掛金控除

　小規模企業共済等掛金とは

⑴　小規模企業共済等掛金とは、次に掲げるものをいいます。

①　独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約（旧第２種共済契約を除きます。）

に基づいて支払った掛金

②　確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金（iDeCo の掛

金など）

③　地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件

を備えているものに基づいて支払った掛金

（注）　掛金を前納したことにより前納減額金の支払を受けているときは、支払った掛金の額からその前納減額

　　金を差し引いた残額が控除の対象となります。

⑵　この小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っ

ているものなどがあり、その全額が控除されます。このうち、②の本人が直接支払ったものに

ついては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除することになっていま

す。

　証明書類

　上記⑵ ①の毎月の給与から差し引かれる小規模企業共済等掛金については、掛金を支払ったこ

とを証明する書類は必要ありませんが、②の本人が直接支払ったものについては、支払った掛金

の金額の多少に関係なく、その掛金を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付して提

出又は提示する必要があります。
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　 〔注意事項〕

１　本人が直接掛金を支払っている場合、保険料控除申告書に、その掛金を支払ったことの証明

書類を添付して提出又は提示されているかどうか。

２　本人が本年中に支払ったものだけを控除の対象としているかどうか。未払のものや前払した

ものが含まれていないかどうか。

　　この場合、翌年以後に納付期日の到来する掛金を一括して支払ったいわゆる「前納掛金」に

ついては、社会保険料を前納した場合と同様に取り扱われますので、社会保険料控除の〔注意

事項〕（２４ページ）を参照してください。

３　前納減額金の支払を受けている場合には、支払った掛金の額からその前納減額金が差し引か

れているかどうか。

４　毎月の給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は社会保険料とともに本年中に差し引か

れた金額を集計する必要があります（２３ページの「毎月の給与から差し引かれた社会保険料等

の集計」を参照してください。）。

⑶　保険料控除額の源泉徴収簿への記入

　保険料控除申告書の内容について確認を終えた後、その申告書の記載に基づいて、各人の源泉徴収簿

の該当欄に社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険料の控除額及び地震保険料の

控除額をそれぞれ記入します。また、「旧長期損害保険料」の支払がある人については、その支払額を

源泉徴収簿の「旧長期損害保険料支払額」欄に記入します（４２ページの記入例参照）。

　なお、源泉徴収簿で集計した本年中の給与から差し引かれた社会保険料等の合計額も、該当欄に転記

します（４２ページの記入例参照）。
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２－４　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認

⑴　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書の受理

イ　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除（注１）を受けようとする最初の年分については、確定申告に

より、控除の適用を受ける必要があります（注２）。しかし、その後の年分については、年末調整の際に、

各人から提出された「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」（注３）（以下「住

宅借入金等特別控除申告書」といいます。）に基づいて控除を行うことができることになっています

から、この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した住宅借入金等特別控除申告書を

年末調整のときまでに提出するよう指導してください。

（注）１　以下「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除」は、住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特
別控除を総称した用語として使用しています。

　　２　住宅借入金等により住宅の新築・購入又は増改築等をして、自己の居住の用に供していた人が、やむを得な
い事由によりその住宅を居住の用に供しなくなった後に、再び居住の用に供し、（特定増改築等）住宅借入金等
特別控除の適用を受ける最初の年分についても同じです。

　　３　以下「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」は給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控
除申告書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を総称した用語として使用しています。

ロ　住宅借入金等特別控除申告書には、次に掲げる証明書（注１）の添付（注２）が必要です。

①　その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控

除証明書」（以下「控除証明書」といいます。）

②　借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（以下「年

末残高等証明書」といいます。）

（注）１　これらの証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を含みます。
　　２　住宅借入金等特別控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合、その住宅借入金等特別控除

申告書に添付すべき証明書類等の提出に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項が記録された情報で電子
証明書等が付されたものを住宅借入金等特別控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払
者に提供することを含みます。

　　なお、税務署から送付された令和５年分の住宅借入金等特別控除申告書（「平成３５年分」と記載され

たものを含みます。以下同じです。）の用紙の下の部分が控除証明書になっていますから、この控除の

適用を受けようとする人は、令和５年分の住宅借入金等特別控除申告書に住所、氏名、控除を受けよ

うとする金額など所要事項を記載した上、年末残高等証明書を添付して提出します。

　　また、税務署から送付された住宅借入金等特別控除申告書や控除証明書をこの控除の適用を受けよ

うとする人が紛失したときなどには、本人から税務署にこれらの書類の再交付を申請するよう指導し

てください。

ハ　住宅借入金等特別控除申告書の受理等に当たっては、次のことに注意してください。

イ　住宅借入金等特別控除申告書は、控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から所

得者本人に送付（注）していますが、本年分の年末調整の際には、そのうち令和５年分の住宅借入金等

特別控除申告書の提出を受けてください。

（注） 　確定申告の際に e-Tax による交付を希望した場合、住宅借入金等特別控除申告書兼控除証明書の電子ファイルは
毎年１０月以降に e-Tax メッセージボックスから確認することができます。

ロ　提出を受けた住宅借入金等特別控除申告書は、給与の支払者の下で保管することとされています。

（注）１ 　従業員から提出された「平成３５年分　給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」の「平
成３５年分」部分については、補正をしていただく必要はありません。

　　２ 　住宅借入金等特別控除申告書へのマイナンバー（個人番号）の記載は不要です。各人から提出された住宅借入
金等特別控除申告書に誤ってマイナンバー（個人番号）が記載されていた場合は、マイナンバー（個人番号）を
マスキングするなどの対応をしてください。
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⑵　住宅借入金等特別控除申告書の内容の確認

　住宅借入金等特別控除申告書の内容の確認に当たっての具体的な注意事項は、次のとおりです。

　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除とは

　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅借入金等を利用して居住用家屋の新

築、取得又は増改築等（以下「取得等」といいます。）をした場合で、一定の要件を満たすときは、

その取得等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供し

た年分以後の各年分の所得税額から控除するというものです。

　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等の要件及び控除限度額等に

ついては、次の「〔参考〕控除限度額等の一覧表」をご確認ください。

　なお、制度の詳細については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。

（注）　所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額がある場合については、翌年度分の個人
住民税から控除できる場合があります（個人住民税における「住宅借入金等特別税額控除制度」。）。詳しい
内容については、最寄りの市区町村にお尋ねください。

　〔注意事項〕

１　その家屋に入居後、本年１２月３１日まで引き続き居住の用に供していない場合には、この制度

の適用を受けることはできません。

　　ただし、居住の用に供さなくなったことが死亡による場合には、死亡した日まで引き続いて

自己の居住の用に供していれば、その年については死亡した日の住宅借入金等の残高を基に控

除を受けることができます。

（注）１　居住の用に供することができなくなったことが災害によって被害を受けたことによるものである場合に
おいて、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年において住宅借入金等の金
額を有するときは、その家屋の敷地を賃貸用として利用した場合などを除き、残りの適用期間についても
引き続きこの制度の適用を受けることができます（以下この特例を「適用期間の特例（災害関係）」とい
います。）。

　　　　また、災害により居住の用に供することができなくなった家屋が、被災者生活再建支援法が適用された
市町村の区域内に所在する場合には、この適用期間の特例（災害関係）と、新たに住宅用家屋の再取得等
をした場合の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を重複して受けることができます。

　　　　なお、これらの適用は、災害により平成２８年１月１日以後に、その家屋を居住の用に供することができ
なくなった個人の平成２９年分以後の所得税について適用されます。

　　２　居住の用に供することができなくなったことが東日本大震災によって被害を受けたことによるものであ
る場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年において住宅借入
金等の金額を有するときは、残りの適用期間についても引き続きこの制度の適用を受けることができます

（以下この特例を「適用期間の特例（東日本大震災関係）」といいます。）。
　　　　また、この適用期間の特例（東日本大震災関係）と住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除

額の特例については、重複して適用を受けることができます。

２　令和４年１月１日以後に居住の用に供した場合において、令和５年分の合計所得金額（８ペー

ジ参照）が２,０００万円（注）を超える人は、本年分の住宅借入金等特別控除は受けられませんので、

特に、給与所得以外の所得がある人についてはご注意ください。

（注）１　令和３年１２月３１日（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に
関する法律第６条の２第１項の適用を受ける場合は令和４年１２月３１日）以前に居住の用に供した場合は、
３,０００万円となります。

　　２　特例居住用家屋（床面積が４０m2 以上５０m2 未満で令和５年１２月３１日以前に建築基準法第６条第１項の規
定による建築確認を受けた居住用家屋をいいます。）又は特例認定住宅等（床面積が４０m2 以上５０m2 未満
で令和５年１２月３１日以前に建築基準法第６条第１項の規定による建築確認を受けた認定住宅等をいいま
す。）の新築等に該当する場合は、１,０００万円となります。

　　３　特例特別特例取得（特別特例取得に該当する場合で、床面積が４０㎡以上５０㎡未満の住宅の取得等をい
います（令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用されま
す。）。）に該当する場合は、１,０００万円となります。

３　予定額による証明である旨を付記してある「年末残高等証明書」に基づき（特定増改築等）

住宅借入金等特別控除の適用を受けた後、その住宅借入金等の返済が遅延したこと又は一部を
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　繰上返済したことなどにより実際の住宅借入金等の年末残高がこの証明書に記載された額と異

なることとなった場合には、改めて借入等を行っている金融機関等から実際の返済等の額による

「年末残高等証明書」の交付を受け、これに基づいて正しい申告書を提出し直す必要があります。

４　連帯債務となっている住宅借入金等がある場合には、各年１２月３１日現在のその住宅借入金等

の残高に、その住宅に係る持分を取得するためにその住宅借入金等について負担すべきものと

した割合を乗じて計算した金額に基づいて記載します。

５　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けている人が、住宅借入金等の借換えを

した場合において、借換えによる新たな住宅借入金等（一定の要件を満たすものに限ります。）

の当初金額が借換え直前の当初住宅借入金等残高を上回っている場合には、その借換えをした

年以降の各年において次により計算した金額を住宅借入金等の年末残高として記載します。

本年の住宅借入金等の年末残高 × 借換え直前の当初住宅借入金等残高
借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額

６　住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた人は、住宅借入金等の年末残高の合計額がその

住宅の取得等の対価の額又は費用の額を超えるかどうかの判定に当たり、その住宅の取得等の

対価の額又は費用の額からこれらの特例の適用を受けた金額を差し引いた金額に基づいて記載

します。
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〔参考〕控除限度額等の一覧表

１　住宅借入金等特別控除

⑴ 　令和３年１２月３１日まで（特別特例取得に係るものは令和４年１２月３１日まで）に住宅を居住
の用に供した場合

住 宅 を 居 住 の

用 に 供 し た 日

控　　　　除

期　　　　間

住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率
各年の
控　除
限度額

２，０００万円以下
の部分の金額

２，０００万円超
２，５００万円以下
の部分の金額

２，５００万円超
３，０００万円以下
の部分の金額

３，０００万円超
４，０００万円以下
の部分の金額

４，０００万円超
５，０００万円以下
の部分の金額

平成２６年１月１日から
平成２６年３月３１日まで

本
則 １０年間 １．０％ ― ２０万円

住
宅

認
定 １０年間 １．０％ ― ３０万円

額
の
特
例

係
る
控
除

取
得
等
に

住
宅
の
再

１０年間 １．２％ ― ３６万円

平成２６年４月１日から
令和３年１２月３１日まで

（特別特定取得に係るも
のは令和元年１０月１日
から令和２年１２月３１日ま
で（注 1））

（特別特例取得に係るも
のは令和３年１月１日か
ら令和４年１２月３１日ま
で）

本
則

特
定
取
得

取
得

特
別
特
定

１〜１０
年目 １．０％ ― ４０万円

取
得
以
外

特
別
特
定

１０
年間 １．０％ ― ４０万円

以
外

取
得

特
定

１０
年間 １．０％ ― ２０万円

認
定
住
宅

特
定
取
得

取
得

特
別
特
定

１〜１０
年目 １．０％ ５０万円

取
得
以
外

特
別
特
定

１０
年間 １．０％ ５０万円

以
外

取
得

特
定

１０
年間 １．０％ ― ３０万円

額
の
特
例

等
に
係
る
控
除

住
宅
の
再
取
得

取
得

特
別
特
定

１〜１０
年目 １．２％ ６０万円

取
得
以
外

特
別
特
定

１０
年間 １．２％ ６０万円
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⑵ 　令和 4 年 1 月 1日以後に住宅を居住の用に供した場合

住 宅 を 居 住 の

用 に 供 し た 日
控　除　期　間

住宅借入金等の年末残高
に乗ずる控除率等

各年の
控　除
限度額借入限度額 控除率

令和４年１月１日から
令和４年１２月３１日ま
で

本則 １３年間
（注２）

３，０００万円
（注２）

０．７％

２１万円
（注２）

認定住宅

１３年間
（注３）

５，０００万円
（注３）

３５万円
（注３）

特定エネルギー

消費性能向上住宅
４，５００万円

（注３）
３１.５万円

（注３）

エネルギー消費

性能向上住宅
４，０００万円

（注３）
２８万円

（注３）

住宅の再取得等に

係る控除額の特例
１３年間

（注４）
５，０００万円

（注４）
０．９％ ４５万円

（注）１　住宅の取得等で特例取得（特別特定取得のうち、一定の期日までに契約が締結されているものをいいます。）
に該当する家屋について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により令和２年１２月３１日
までに居住の用に供することができなかった場合は令和３年１２月３１日までとなります。

　　２　住宅の取得等が居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは買取
再販住宅（既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいいます。）の
取得以外の場合（買取再販住宅以外の既存住宅の取得又は住宅の増改築）においては、借入限度額は 
２,０００万円、控除期間は１０年、各年の控除限度額は１４万円となります。

　　３　住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは買取再販認定
住宅等（認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいいます。）
の取得以外の場合においては、借入限度額は３,０００万円、控除期間は１０年、各年の控除限度額は２１万円となります。

　　４　住宅の再取得等が居住用家屋の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取
引業者により一定の増改築等が行われたものの取得以外の場合（宅地建物取引業者により一定の増改築等が行
われたもの以外の既存住宅の取得又は住宅の増改築）においては、借入限度額は３,０００万円、控除期間は１０年、
各年の控除限度額は２７万円となります。

　　５　控除額の１００円未満の端数は切り捨てます。
　　６　最初の年分については、確定申告により控除の適用を受ける必要がありますので、ご注意ください。
　　７　住宅の取得等を行った人が、その居住用家屋を居住の用に供した年の前々年からその居住の用に供した年ま

での間に、居住用財産の譲渡所得の課税の特例や中高層耐火建築物等の建設のための買換え（交換）の場合の
譲渡所得の課税の特例などの適用を受けている場合には、この住宅借入金等特別控除を受けることはできませ
ん。また、この住宅借入金等特別控除を受けた人が、その居住の用に供した年の翌年以後３年以内の各年にそ
の居住用家屋やその敷地の用に供されている土地以外の所定の資産を譲渡して、これらの課税の特例の適用を
受けることとなったときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けた年分の所得税について修正申告書又は期限
後申告書を提出し、既に受けた住宅借入金等特別控除額に相当する税額を納付することになります。

２　特定増改築等住宅借入金等特別控除

住 宅 を 居 住 の

用 に 供 し た 日
区　分

増 改 築 等 住 宅
借入金等の年末
残 高 の 限 度 額

控除率
控除
期間

各年の
控　除
限度額

平成３１年１月１日から
令和３年１２月３１日まで

①　バリアフリー改修工事等に係
る費用

１，０００万円（※１） １．０％

５年
１２．５万円

（※3）

②　うち高齢者等居住改修工事
等、特定断熱改修工事等、特
定多世帯同居改修工事等及
び特定耐久性向上改修工事
等に係る費用

   ２５０万円（※2） ２．０％

③　省エネ改修工事等に係る費用 １，０００万円（※4） １．０％

５年
１２．５万円

（※3）

④　うち特定断熱改修工事等、
特定多世帯同居改修工事等
及び特定耐久性向上改修工
事等に係る費用

   ２５０万円（※2） ２．０％

⑤　三世代同居対応改修工事等に
係る費用

１，０００万円（※5） １．０％
５年 １２．５万円

⑥　うち特定多世帯同居改修工
事等に係る費用

   ２５０万円　　　 ２．０％
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（注）１　増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、①と②の合計で１,０００万円となります。
　　２　特定取得以外の場合は２００万円となります。
　　３　特定取得以外の場合は１２万円となります。
　　４　増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、③と④の合計で１,０００万円となります。
　　５　増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、⑤と⑥の合計で１,０００万円となります。
　　６　令和４年１月１日以後に住宅借入金等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、

特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

　３　主な用語の説明

用語 説明

認定住宅

　次のいずれかに該当する住宅をいいます。
①　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
②　都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物又は低炭素

建築物とみなされる特定建築物

住宅の
再取得等

　東日本大震災により所有する住宅が居住の用に供することができなくなっ
た個人がした住宅の再取得等で一定のものをいいます。

特定取得

　住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等（消費税
額及び地方消費税額の合計額に相当する額をいいます。以下同じです。）が、
８％又は１０％の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得
等をいいます。

特別特定取得
　住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、１０％
の税率により課されるべき消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。

特別特例取得

　特別特定取得のうち、特別特定取得に係る契約が次の住宅の取得等の区分
に応じそれぞれ次に定める期間内に締結されているものをいいます。
①　居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合
　……令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの期間
② 　居住用家屋で建築後使用されたことのないもの（新築住宅）若しくは既

存住宅の取得、居住の用に供する家屋の増改築等又は認定住宅で建築後使
用されたことのないものの取得の場合

　……令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日までの期間

特定
エネルギー
消費性能
向上住宅

　認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用
に供する家屋（断熱等性能等級５以上及び一次エネルギー消費量等級６以上
の家屋）に該当するものとして証明がされたものをいいます。

エネルギー
消費性能
向上住宅

　認定住宅及び特定エネルギー消費性能向上住宅以外の家屋でエネルギーの
使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋（断熱等性能等級４以上及び一
次エネルギー消費量等級４以上の家屋）に該当するものとして証明がされた
ものをいいます。

バリアフリー
改修工事等

　高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合
させるための増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。

省エネ
改修工事等

　次の「断熱改修工事等」又は「特定断熱改修工事等」をいいます。
①　「断熱改修工事等」とは、家屋について行うエネルギーの使用の合理化

に相当程度資する増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。
②　「特定断熱改修工事等」とは、家屋について行うエネルギーの使用の合

理化に著しく資する増改築、修繕又は模様替えで一定の工事をいいます。

三世代同居
改修工事等

　次の「特定多世帯同居改修工事等」を含む増改築等をいいます。
　特定多世帯改修工事等とは、家屋について行う他の世帯との同居をするの
に必要な設備の数を増加させるための増改築、修繕又は模様替えで①調理室
を増設する工事、②浴室を増設する工事、③便所を増設する工事又は④玄関
を増設する工事のいずれかに該当する工事をいいます。
※　自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいず

れか二以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。
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【（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の順序】

　本年の年末調整の際に（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる人

は、令和４年分以前の所得税（及び復興特別所得税）の確定申告により（特定増改築等）住宅借

入金等特別控除の適用を受けた人ですから、ここでは、本年の年末調整の際にこの控除を受ける

人を対象に、住宅借入金等の年末残高の計算の方法について説明します。

　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の合計

額の計算は、次の⑴から⑶までに掲げるところにより行います。

⑴　連帯債務による住宅の取得等のための住宅借入金等の年末残高がある場合には、次の算式に

より、控除を受ける人が負担すべき部分の年末残高を計算します。

　　
連帯債務による
住宅借入金等の
年末残高（円）

  ×  
控除を受ける人が
負 担 す べ き 割 合

（％）
  ＝  

連帯債務による住宅借入金等の年末
残高のうち控除を受ける人が負担す
べき部分の年末残高（円）

　　「控除を受ける人が負担すべき割合」については、原則として、（特定増改築等）住宅借入金

等特別控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した「（特定増改築等）住宅借入金

等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「（特定増改築等）

住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合によります。
（注） 　年末調整において（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、「住宅借入金等特別控

除申告書」の「備考」欄に、他の連帯債務者から「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高○○○円
のうち、○○○円を負担することとしています。」等の文言、住所及び氏名の記入を受けてください。

　　　なお、その人が給与所得者である場合には、その勤務先の所在地及び名称も併せて記入してください。

　　 　また、居住日の属する年分が平成３１年分以後である個人に対し、令和２年１０月１日以後に税務署から送
付する控除証明書には、控除を受けるべき人が負担すべき割合が記載されています（この負担すべき割合
が記載された控除証明書の添付をする場合には、「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄への連帯
債務者に関する事項の記載は不要です。）。

⑵　住宅の取得等のための住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得対価等の額又は増改

築等に要した費用の額を超える場合には、それぞれその家屋の取得対価等の額又は増改築等

に要した費用の額に相当する部分の金額だけが対象となります。

　　また、家屋の取得対価等の額又は増改築等に要した費用の額は、その住宅の取得等又は増

改築等に関し補助金等の交付を受ける場合は交付を受ける補助金等の額を、「住宅取得等資

金の贈与税の非課税」又は「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」

（以下これらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）を受けた場合は住宅取得等資

金の贈与の特例の適用を受けた部分の金額を差し引いた額となります。

⑶　その取得した家屋又は増改築等をした部分に自己の居住用以外の用に供する部分がある場

合には、住宅の取得等のための住宅借入金等の年末残高の合計額に、その取得した家屋の床

面積のうちに占める居住用部分の床面積の割合又はその増改築等に要した費用の総額のうち

に占める居住用部分の増改築等に要した費用の額の割合をそれぞれ乗じて、居住用部分の住

宅借入金等の年末残高の合計額を計算します。

　　なお、上記⑴から⑶までの２以上に該当するときは、⑴から⑶の順に計算（例えば、⑵と

⑶に該当するときは、⑵により計算した金額を基にして⑶の金額を計算）します。

（注） 　次に掲げる人などは、控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の合計額の計算方法などが
異なることがありますので、詳しい計算方法などで不明な点については、最寄りの税務署に、お電話に
てお尋ねください（税務署では、自動音声により窓口のご案内をしております。）。

　　① 　２回以上の増改築等の住宅借入金等について控除を受ける人
　　② 　新築又は購入した家屋をその居住の用に供した年の翌年以後に増改築等をした部分を居住の用に供

したことにより、新築又は購入した家屋の住宅借入金等と増改築等の住宅借入金等の両方の住宅借入
金等について控除を受ける人

 【記載例】（「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄）
私は、連帯債務者として、住宅借入金等の残高19,500,000円のうち9,750,000円を負担することとしています。
東京都港区芝5‒8‒1　田中恵美　　勤務先：新宿区四谷三栄町24　△△株式会社



手　　　　　　　　　　　　　順 使　 用　 す　 る　 書　 類　 等

１　年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計

２　給与所得控除後の給与等の金額（調整控除
後）の計算

３　扶養控除額等の合計額の計算

４　所得控除額の合計額の計算

５　課税給与所得金額の計算と算出所得税額の
計算

６　年調年税額の計算

源泉徴収簿

源泉徴収簿
令和５年分の年末調整等のための給与所得控除
後の給与等の金額の表（５１ページ以下参照）
所得金額調整控除申告書

源泉徴収簿
令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額
の合計額の早見表（６４ページ参照）

源泉徴収簿

源泉徴収簿
令和５年分の年末調整のための算出所得税額の
速算表（６０ページ参照）

源泉徴収簿
住宅借入金等特別控除申告書
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３　年税額の計算

　以上で給与の支払を受ける人の一人一人の所得控除と税額控除の額とが確認されたわけですが、次に、

令和５年分の給与の総額について納付しなければならない最終的な年税額を計算します。この年税額を求

める手順とこれに使用する書類等は次のとおりです。

３－１　年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計

　以下、手順に従って説明します。

⑴　給与と徴収税額等の集計

　給与の支払を受ける人の一人一人について、本年分の毎月の給与とその給与から徴収した税額をそれ

ぞれ集計して、年末調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算します。

　この際、併せて毎月の給与から差し引いた社会保険料及び小規模企業共済等掛金（以下「社会保険料等」

といいます。）の額を集計しておくと便利です（社会保険料については２３ページ、小規模企業共済等掛

金については２４ページ参照）。

⑵　集計に当たっての注意事項

１　未払給与とその税額

　本年中に支給日が到来して支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調

整の対象となりますから、その未払給与と未徴収の税額とを集計に含めます。

　逆に、前年分の未払給与で、本年に繰り越して支払った給与やその給与からの徴収税額は、

既に前年の年末調整の対象とされていますから、集計には含めません。

２　現物給与とその税額

　食事の支給や、各種保険料の使用者負担などの現物給与のうち課税の対象となるものについ

ては、その支給額と徴収税額とを、それぞれ給与の総額と徴収税額の合計額に含めて集計します。

　（注） 　源泉徴収簿を用いた年末調整の計算は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.
nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載している「年末調整計算シート」（Excel）をご利用いただくと大変便
利です。
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３　本年最後に支払う給与の税額

　年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を省略して

もよいことになっていますが、この場合にはその給与に対する徴収税額はないものとして集計

します。

　この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることになります。

４　年の中途で再就職した人の取扱い

　年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等（異動）申告書を提出し

て支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うこと

になりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された

税額を集計に含めます。

　この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を

受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまでは

その人の年末調整は見合わせてください。

５　前年分の年末調整による過不足額

　前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当したり徴収したりしている

場合でも、これらに関係なく、徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集

計します。

６　年の中途で扶養控除等（異動）申告書の提出先を変更した人の取扱い

　２か所以上から給与の支払を受けている人で、年の中途で扶養控除等（異動）申告書の提出

先を変更した人については、前の提出先（下図のＡ社）からその変更の時までに支払を受けた

給与と、後の提出先（下図のＢ社）から支払を受けた給与の全部とが年末調整の対象となりま

すから、その両方の給与と徴収税額をそれぞれ集計します。

　この関係を図示すると、次のようになります。

 

（注）斜線の部分（ 、 及び の合計）がB社において実施する年末調整の対象となる給与です。

３－２　給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）の計算

⑴　上記３−１により求めた本年分の給与の総額（源泉徴収簿の「年末調整」の「計⑦」欄の金額）を、５１ペー

ジ以降にある「令和５年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」（以下「給与所

得控除後の金額の算出表」といいます。）に当てはめて、「給与等の金額」欄に対応する「給与所得控除

後の給与等の金額⑨」欄の金額を求めます。

（注） １　本年分の給与の総額が５５１，０００円未満の場合には、給与所得控除後の給与等の金額は「０」となります。

 ２ 　本年分の給与の総額が６６０万円以上の人については、給与所得控除後の金額の算出表の「給与所得控除後の給

与等の金額」欄に該当する金額の表示がなく、算式が示されていますので、この算式に従って計算します。
 　 　この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額によ

ります。

　　　　〔例〕　給与所得控除後の給与等の金額の計算

　　　　◎　給与の総額　７，６５４，３２１円

　　　　　　算　　　式　７，６５４，３２１円×９０％−１，１００，０００円＝５，７８８，８８８．９円（切り捨て）
 　　　↓
　　　　◎　給与所得控除後の給与等の金額　　　　　　　　 ５，７８８，８８８円
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３－３　年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ　　　

　「給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）」の計算が終わると、これを基にして令和５年分の最終

的な年税額（「年調年税額」）を求める具体的な計算に入ります。

　年調年税額は、次の算式に示すような計算を経て求められます。

　※１　これらの計算は、源泉徴収簿の「年末調整」欄を使って行います。

　　２　年調所得税額に１０２.１％を乗じて、復興特別所得税を含む年調年税額を算出します。

給与所得控

除後の給与

等 の 金 額

（調整控除後）

課税給与

所得金額

算出所得税額

（ 特 定 増 改 築 等 ）

住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 額

○社会保険料控除額

○小規模企業共済等掛

金の控除額

○生命保険料の控除額

○地震保険料の控除額

○配偶者控除額

○配偶者特別控

除額

○扶養控除額

○障害者等の控

除額

○基礎控除額

 「令和５年

分の年末調 

整のための

算出所得税

額 の 速 算

表」を使用

所得控除額の合計額

−

−

＋ ＝

＝

年調所得税額 1 0 2 . 1 %

年調所得税額

年調年税額× ＝

⑵　所得金額調整控除の適用を受ける人については、既に所得金額調整控除申告書の提出を受け、内容を

確認していますので、次の算式により、上記⑴で求めた本年分の給与の総額（源泉徴収簿の「年末調整」

の「計⑦」欄の金額）から所得金額調整控除額を求め、その控除額を源泉徴収簿の「所得金額調整控除

額⑩」欄に記入します。

　所得金額調整控除額 ＝（本年分の給与の総額（注１）−８５０万円）×１０％（最高１５万円）

（注） １　１，０００万円を超える場合には、１，０００万円

 ２　控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

〔例〕　所得金額調整控除額の計算

◎　給与の総額　８，７６５，４３２円

　　算　　　式　（８，７６５，４３２円−８，５００，０００円）×１０％＝ ２６，５４３．２円（切り上げ）
 　　　　↓
◎　所得金額調整控除額　　　　　　　　　　　　　　　  ２６，５４４円

　なお、所得金額調整控除の適用を受けない人については、「給与所得控除後の給与等の金額」が「給与

所得控除後の給与等の金額（調整控除後）」となります。
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３－４　扶養控除額等の合計額の計算

　扶養控除、障害者控除などについては、既に扶養控除等（異動）申告書に基づき確認を終えていますので、

各人の源泉徴収簿の「扶養控除等の申告・各種控除額」欄の記載に従ってこれらの控除額の合計額を求め、

その合計金額を源泉徴収簿の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に記入

します。

　扶養控除等（異動）申告書に基づく控除額の合計額は、６４ページの「令和５年分の扶養控除額及び障害

者等の控除額の合計額の早見表」を使って求めると便利です。

（注）　１　令和５年分源泉徴収簿の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄には、基礎控除
額及び配偶者控除額は含まれません。

　　　２　基礎控除額、配偶者控除額及び配偶者特別控除額については、１４ページの「２−２　基礎控除申告書、配偶者
控除等申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認」を参照してください。

３－５　課税給与所得金額の計算と算出所得税額の計算

⑴　課税給与所得金額の計算

イ　源泉徴収簿の「年末調整」欄に記載されている次の控除額を合計し、この合計額（以下「所得控除

額の合計額」といいます。）を「所得控除額の合計額⑳」欄に記入します。

イ　社会保険料等控除額（給与等からの控除分⑫、申告による社会保険料の控除分⑬、申告による小

規模企業共済等掛金の控除分⑭）

ロ　生命保険料の控除額⑮

ハ　地震保険料の控除額⑯

ニ　配偶者（特別）控除額⑰

ホ　扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱

ヘ　基礎控除額⑲

ロ　「給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）⑪」欄の金額から「所得控除額の合計額⑳」欄の金

額を控除した残りの金額を「差引課税給与所得金額㉑」欄に記入します（４２ページの記入例参照）。

　　この課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、その１，０００円未満の端数を切り捨てます。

⑵　課税給与所得金額に対する算出所得税額の計算

イ　「差引課税給与所得金額㉑」欄の金額（課税給与所得金額）に応じ、「令和５年分の年末調整のた 

めの算出所得税額の速算表」（６０ページ参照）の「税額」欄に示されている算式に従って所得税額（以下 

「算出所得税額」といいます。）を計算します。

〔例〕

◎ 差引課税給与所得金額（「㉑」欄の金額） ２，６９６，０００円

◎ 算式（令和５年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）

  ２，６９６，０００円×１０％−９７，５００円＝１７２，１００円

ロ　上記により求めた算出所得税額を「算出所得税額㉒」欄に記入します。
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３－６　年調年税額の計算

⑴　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算

　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける人については、既に住宅借入金等特別控除申告書の提

出を受け、内容を確認していますので、この申告書に基づいて、その住宅借入金等特別控除申告書の「（特

定増改築等）住宅借入金等特別控除額⑭」欄（令和元年以降令和３年までに居住を開始した人にあっては、

「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額⑧」欄、令和４年以降に居住を開始した人にあっては、「住宅

借入金等特別控除額⑥」欄）に記載の控除額を源泉徴収簿の「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

㉓」欄に記入します。

⑵　年調所得税額の計算

　「算出所得税額㉒」欄の金額から「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額㉓」欄の金額を控除し、

その求めた金額を「年調所得税額㉔」欄に記入します。

　この場合、「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額㉓」欄の金額が「算出所得税額㉒」欄の金額より

多いため控除しきれないときは、「年調所得税額㉔」欄に「０」と記入し、控除しきれない部分の金額は 

切り捨てます。

　なお、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けない人については、算出所得税額が年調所

得税額となります。

（注） 　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある
場合には、「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に、「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額㉓」
欄の金額を転記してください。

　　　 　「給与所得の源泉徴収票」等の法定調書の作成について詳しくは、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
提出の手引」を参照してください。

⑶　年調年税額の計算

　年末調整において年税額を計算する際には、復興特別所得税を含めた年税額（年調年税額）を算出す

る必要があります。

　そのため、「年調所得税額㉔」欄の金額に１０２.１％を乗じて、復興特別所得税を含む年調年税額を算出し

ます。こうして求めた年調年税額を「年調年税額㉕」欄に記入します（１００円未満の端数は切り捨てます。）。
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４　過不足額の精算

⑴　精算のしかた

イ　本年分の給与所得に対する年調年税額の計算ができましたら、その年調年税額と、先に集計した本

年分の毎月の徴収税額の合計額とを比べて過不足額を求め、その精算をしなければなりません。

ロ　徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときは、その差額分だけ納め過ぎていたことになります

から、その差額（過納額）は、その過納となった人に還付します。

　　これに対し、徴収税額の合計額が年調年税額よりも少ないときは、その差額だけ納め足りないこと

になりますから、その差額（不足額）はその不足となった人から徴収します。

ハ　過不足額の計算は、具体的には、源泉徴収簿の「年末調整」欄を使って次のように行います。

イ　「年調年税額㉕」欄の金額と毎月の徴収税額の合計額「⑧」欄の金額との差額を求めます。

ロ　「㉕」欄の金額の方が大きい場合は不足額（税金を納付）、「⑧」欄の金額の方が大きい場合は超

過額（税金を還付）が生じたことになります。

ハ　このような過不足額は、源泉徴収簿の「差引超過額又は不足額㉖」欄に「超過額」か「不足額」

かを表示した上、記入します。

　年末調整による過不足額の精算方法には、㋑本年最後に支払う給与（賞与を含みます。）につい
ての税額計算を省略し、その給与に対する徴収税額はないものとして精算する方法と、㋺本年最後
に支払う給与についても、通常の月分の給与としての税額計算を行った上で精算する方法とがあり
ます。

⑵　過納額の還付（超過額の精算）

イ　給与の支払者から還付する場合

イ　過不足額を計算した結果、過納額が生じた場合には、給与の支払者は、その過納額を年末調整を
行った月分（通常は１２月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年７月から１２月までの分。）
として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対す
る源泉徴収税額」から差し引き、過納となった人に還付します。

　　したがって、給与の支払者は、その月分として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額
を納付することになります。

ロ　年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退
職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し
引き順次還付します。

ハ　超過額を徴収税額へ充当した場合や過納額を還付した場合には、その内容を源泉徴収簿の該当欄
（㉗〜㉛）に記入します。

　  〔注意事項〕
１　年末調整をする本年最後の給与について、通常の月と同じように税額計算を行った上で年末調

整をした結果、超過額が生じた場合には、その給与から徴収すべき税額（その月分の税額）は、
まだ納付されていませんので、その超過額からその徴収すべき税額を控除した残額を還付します。

　　なお、超過額よりもその徴収すべき税額の方が多いときは、その徴収すべき税額から超過額
を差し引いた残額を徴収することになります。

２　年末調整をした給与に未払の給与が含まれている場合には、その計算上生じた超過額には、
その未払の給与についての未徴収の税額が含まれていますので、その超過額からその未徴収の
税額を控除した残額を還付します。

　　超過額から未払給与分の税額を控除した場合には、その控除した部分の税額は、その未払の
給与を支払うときに徴収すべき税額に充当されます。
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ロ　税務署から還付する場合（給与の支払者が還付できない場合）

イ　次の場合のように、給与の支払者が納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等

に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」がないか、あってもごくわずかであるため、給与

の支払者のところでは過納額の還付をすることができない場合には、税務署から給与の支払者に一

括して還付するか、あるいは過納となった各人に直接還付することになります。

①　解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

②　徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

③　納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から

２か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

ロ　イの①から③までのいずれかに該当する場合には、給与の支払者は、各人の過納額や還付を受け 

ようとする金額の明細を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 

兼　残存過納額明細書」を作成し、各人の「源泉徴収簿」の写しと過納額の請求及び受領に関する

委任状とをこれに添付して、給与の支払者の所轄税務署に提出してください。

　　なお、過納額を令和６年に繰り越して還付しているときは、令和６年分の源泉徴収簿の写しも併

せて提出してください。

　　また、退職した人などで、前記の委任状の提出ができない人の分については、税務署から過納と

なった人に直接還付することになりますので、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額

還付請求書　兼　残存過納額明細書」は用紙を別にして作成してください。

（注）　「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書　兼　残存過納額明細書」、「源泉徴収簿」の写し
及び委任状については、e-Tax で送信することができます。

　　〔参　考〕

◎ 　過納額が生じる場合

　過納額は、次のような場合に生じます。

①　年の中途で控除対象扶養親族が増えたり、源泉控除対象配偶者を有することとなった場合

②　年の中途で本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなった場合

③　年間の賞与が比較的少なかった場合

④　年の中途で就職した人など１年を通じて勤務していない人について年末調整を行った場合

⑤　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の控除額があった場合

⑥　配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額があった場合（毎月の給与に係る源泉徴収税額の

算出の際に、源泉控除対象配偶者に係る控除の適用を受けた場合を除きます。）

⑶　不足額の徴収

イ　不足額は、年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残るときは、その後に支払う給与

から順次徴収します。

ロ　年末調整をする月分の給与から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与（賞与がある場合には、

その税引手取額を含みます。）が、本年１月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平

均月額の７０％未満となるような人については、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成

して給与の支払者の所轄税務署に提出し、その承認を受けて、不足額を翌年１月と２月に繰り延べて

徴収することができます。

（注）　この場合の不足額は、年末調整をする月分の給与（賞与）に対する税額計算を省略しないで通常どおり徴収税
額を計算し、その上で年末調整をしてもなお不足となる税額ですから、その月の給与に対する通常の税額につい
ては徴収繰延べは認められません。

　　　したがって、徴収繰延べを受けようとする人については、年末調整をする月分の給与（賞与）についても通常
の税額計算をした上で年末調整を行わなければなりません。
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（設例）　本年最後に支払う給与（賞与）についての税額計算を省略して年末調整を行う場合

１　年間給与総額（他の所得なし） ８，９７０，０００円

２　同上の給与に対する徴収税額 ２００，７００円

３　控除した社会保険料等（給与控除分） １，３８６，１０２円

４　支払った一般の生命保険料のうち新生命保険料分 ２５，０００円

　　支払った一般の生命保険料のうち旧生命保険料分 ８０，０００円

　　支払った介護医療保険料 ８０，０００円

　　支払った個人年金保険料のうち新個人年金保険料分 ９０，０００円

　　支払った個人年金保険料のうち旧個人年金保険料分 ３０，０００円

５　支払った損害保険料のうち地震保険料分 ４２，０００円

　　支払った損害保険料のうち旧長期損害保険料分 １４，８００円
（注）支払った地震保険料及び旧長期損害保険料のうち同一の損害保険契約に基づき支

払ったものはない。

６　一般の控除対象配偶者（給与所得の金額４０万円） あり

７　一般の控除対象扶養親族 １人

８　特定扶養親族 １人

９　老人扶養親族（同居老親等かつ一般の障害者）  １人

１０　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 １２６，５００円
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控 除 額  

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額  

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引 
 
徴収税額 

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

配
偶
者
の
有
無 

有
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人 
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族等の 
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 円 円 円 円 円 円
円  円  月  月 円 円

円  

（郵便番号   －    ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令   月   日） 

 別 月 別 月  額税たし収徴は又付還 額税たし収徴は又付還  高 残 引 差 高 残 引 差
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8

9
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⑥ ⑤ ④ 

③ 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 
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配偶者の合計所得金額 

所得金額調整控除の適用
　　　　有・無
 （※　適用有の場合は⑩に記載）

（         円） 

旧長期損害保険料支払額 

（         円） 
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額 

（         円） 
⑬のうち国民年金保険料 
等の金額 

（         円） 

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等  

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額  
地 震 保 険 料 の 控 除 額  

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額 

 

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額  
年 調 所 得 税 額 （ 　 － 　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0 ） 

年 調 年 税 額 （  × 1 0 2 . 1 % ） 

差  引  超  過  額  又  は  不  足  額 （  － ⑧ ） 
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 
未 払 給 与 に 係 る 未 徴 収 の 税 額 に 充 当 す る 金 額 
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額  
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額  

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円  

⑩ 

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円  ③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

○ 21

（100円未満切捨て） 

金   　  額  

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30
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○ 32
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従たる給与
から控除す
る源泉控除
対象配偶者
と控除対象
扶養親族の
合 計 数 

区              分 

年  

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税      額 

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

賞 与 等  

特定
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養
控
除
等
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告
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種
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除
額

申
告
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無

　　　 区分

申告月日
人

38

その他 本人・配・
扶（　人）

勤労
学生本人・配・

扶（　人）
配・

扶（　人）

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

有・無人 人 人 人 人 人当初 有・無

有・無

有
・
無

/ 有・無

有・無/ 有・無
27（寡婦）
35（ひとり親） 2763 58 48 27 40 75控

除
額

1人当たり
（万円）

合計
（万円）

寡 婦
又 は
ひとり親

同居特別
障 害 者

特 別
障 害 者

一 般 の
障 害 者

同 居
老 親 等

一般の
控除対
象扶養
親 族

源 泉
控 除
対 象
配偶者

甲欄 
乙欄 

分
 

令
和
5
年

給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿

590,000

590,000

590,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

499,288

499,288

499,288

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

90,712

90,712

90,712

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

経理課 経理係長 176 0006
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5
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8
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20
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6
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6
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9

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

38 63 58 27

1 1 1

東京都練馬区栄町23－7

7,170,000
1,800,000
8,970,000
7,020,000

47,000

1,386,102
6,973,000

120,000
50,000
380,000
1,860,000
480,000
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2,696,000

0
0
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1,800,000
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900,000
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▲154,2001,518,120

93,000

93,000
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140,940
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5

5
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 （設例の説明）

１　この設例は、本年最後に支払う給与（賞与）に対する税額計算を省略して年末調整を行った

ものです。
　※ 　本年最後に支払う給与（給料・手当）に対する税額計算を省略して年末調整を行う場合の設例は、国税

庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm）をご確認ください。

２　１月から１２月までの普通給与の金額と賞与の金額との合計額８，９７０，０００円について、給与所 

得控除後の給与等の金額を「給与所得控除後の金額の算出表」（５１ページ以下参照）によって

求めると７，０２０，０００円（８，９７０，０００円−１，９５０，０００円）になります。

３　本年分の給与の総額が８５０万円超で、年齢２３歳未満の扶養親族を有するため、所得金額調整

控除の適用があります。このため、給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）は、給与所

得控除後の給与等の金額７，０２０，０００円から次により求めた所得金額調整控除額４７,０００円を控除

した６，９７３，０００円（７，０２０，０００円−４７,０００円）となります。

　〔所得金額調整控除額〕

本年分の給与の総額　 　　　　　　　　　所得金額調整控除額
（ ８，９７０，０００円　−　８，５００，０００円 ）×　１０％　＝　４７,０００円

４　社会保険料等の１，３８６，１０２円は、１月から１２月までの間に給与及び賞与から差し引かれた社会

保険料等であり、その全額が控除されます。

５　生命保険料の控除額１２０，０００円は、本年中に支払った一般の生命保険料、介護医療保険料及

び個人年金保険料のそれぞれの金額に基づいて、次により求めた金額となります。

　〔一般の生命保険料の控除額〕

新生命保険　　　　　　　　　　　　   新生命保険料
料の金額　　　　　　　　　　　　　   に係る控除額
２５，０００円　×　１

２　＋　１０，０００円　 ＝　 ２２，５００円

旧生命保険　　　　　　　　　　　　   旧生命保険料
料の金額　　　　　　　　　　　　　   に係る控除額
８０，０００円　×　１

４　＋　２５，０００円　 ＝　 ４５，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   新生命保険料と
新生命保険料　　　   旧生命保険料　　　　　　　　　　旧生命保険料の
に係る控除額　　　   に係る控除額　　　　　　　　　　両方に係る控除額
２２，５００円　　     ＋ 　   ４５，０００円　　 ＝　 ６７，５００円　→　４０，０００円（最高４０，０００円）

　 　計算した控除額のうち最も大きい金額は、旧生命保険料に係る控除額の４５，０００円ですから、

一般の生命保険料の控除額は４５，０００円となります。

　〔介護医療保険料の控除額〕

介護医療保　　　　　　　　　　　　   介護医療保険
険料の金額　　　　　　　　　　　　   料の控除額
８０，０００円　×　１

４　＋　２０，０００円　 ＝　 ４０，０００円

　〔個人年金保険料の控除額〕

新個人年金保　　　　　　　　　　　   新個人年金保険
険料の金額　　　　　　　　　　　　   料に係る控除額
９０，０００円　　　　　　→　　　　     　　 ４０，０００円（８０，０００円を超える場合は一律に４０，０００円）

旧個人年金保　　　　　　　　　　　   旧個人年金保険
険料の金額　　　　　　　　　　　　   料に係る控除額
３０，０００円　×　１

２　＋　１２，５００円　 ＝　 ２７，５００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　    新個人年金保険料と
新個人年金保険　       旧個人年金保険　　　　　　             旧個人年金保険料の
料に係る控除額　　   料に係る控除額　　　　　　　　    両方に係る控除額
４０，０００円　　　＋　    ２７，５００円　　 ＝　 ６７，５００円　→　４０，０００円（最高４０，０００円）

　 　計算した控除額のうち最も大きい金額は、新個人年金保険料と旧個人年金保険料の両方に係

る控除額の４０，０００円ですから、個人年金保険料の控除額は４０，０００円となります。
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　〔生命保険料の控除額の合計〕

一般の生命保　  介護医療保険　個人年金保険　　　　　　　　 生命保険料
険料の控除額　  料の控除額　　料の控除額　　　　　　　　　 の控除額

４５，０００円　＋  ４０，０００円　＋　４０，０００円　＝　１２５，０００円　→　１２０，０００円（最高１２０，０００円）

６　地震保険料の控除額５０，０００円は、本年中に支払った地震保険料の合計額４２，０００円及び旧長期

損害保険料の合計額１４，８００円のそれぞれに基づいて、次により求めた金額となります。

 地震保険料に
   係る控除額　   旧長期損害保険料に係る控除額

   ４２，０００円    ＋  １４，８００円　×  １２
  ＋　５，０００円  ＝  ５４，４００円　→　５０，０００円（最高５０，０００円）

（注）地震保険料控除の対象となる損害保険契約等のうち、損害保険会社等から、地震保険料を支払ったこと
を証する書類及び旧長期損害保険料を支払ったことを証する書類いずれの発行も受けている契約がある場
合には、その契約に係る地震保険料又は旧長期損害保険料のうち選択したいずれか一方のみを地震保険料
控除の控除額の計算の対象とすることができることとなっています。

７　「配偶者（特別）控除額⑰」欄の金額は、配偶者控除等申告書で計算します。所得者の合計

所得金額が９００万円以下（本人に給与所得以外の所得がないため、給与所得控除後の給与等の

金額（調整控除後）６，９７３，０００円が、本人の合計所得金額となります。）（区分Ⅰ：Ａ）、配偶者

の合計所得金額が４０万円で４８万円以下（区分Ⅱ：②）ですので、配偶者控除等申告書の「控

除額の計算」欄の表の区分Ⅰの「Ａ」及び区分Ⅱの「②」が交わる欄の金額３８０，０００円が配偶

者控除額となります。

８　「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄の金額は、「扶養控除額及び障害者等の控

除額の合計額の早見表」（６４ページ参照）の「①控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の「３

人」欄の金額１，１４０，０００円に、「②障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「ハ」欄により一

般の障害者の２７０，０００円、「ホ」欄により同居老親等の２００，０００円、「ヘ」欄の特定扶養親族の

２５０，０００円を加算した１，８６０，０００円です。

９　「基礎控除額⑲」欄の金額は、基礎控除申告書で計算します。所得者の合計所得金額が 

２，４００万円以下ですので、４８０，０００円が基礎控除額となります。

１０　所得控除額の合計額４，２７６，１０２円は、次により計算します。

  社会保険料　　 生命保険料　   地震保険料　     配偶者
  等の控除額　　 の控除額　　   の控除額　　     控除額　　  扶養控除額等　  基礎控除額
１，３８６，１０２円  ＋  １２０，０００円  ＋  ５０，０００円  ＋  ３８０，０００円  ＋ １，８６０，０００円  ＋ ４８０，０００円 ＝  ４，２７６，１０２円

１１　差引課税給与所得金額２，６９６，０００円は、次により計算します。

給与所得控除後　所得控除額　　　　　　　　  差引課税給与の給与等の金額　の合計額　　　　　　　　　  所得金額  （調整控除後）
  ６，９７３，０００円  − ４，２７６，１０２円 ＝２，６９６，８９８円→２，６９６，０００円（１，０００円未満の端数切捨て）

１２　差引課税給与所得金額２，６９６，０００円に対する算出所得税額を「令和５年分の年末調整のための

算出所得税額の速算表」（６０ページ参照）によって求めると、１７２，１００円となります。

課税給与
所得金額　　　税率　　控除額　　    算出所得税額

２，６９６，０００円 × １０％  −  ９７，５００円   ＝ １７２，１００円

１３　算出所得税額１７２，１００円から（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額１２６，５００円を控除すると、

年調所得税額は４５，６００円となります。

（注）住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除額の全額（源
泉徴収簿の「（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額㉓」欄の金額）を給与所得の源泉徴収票の 

「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載することとなっていますのでご注意ください。

１４　年調所得税額４５，６００円に１０２.１％を乗じて求めた４６，５００円（１００円未満の端数切捨て）が年調

年税額となります。

１５　年調年税額４６，５００円と１月から１２月までに徴収された税額の合計額２００，７００円とを比較しま

すと、徴収された税額の合計額の方が１５４，２００円多いため超過額１５４，２００円が生じます。

１６　この超過額１５４，２００円は、過納額として本人に還付することになります。
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 80,001 40,000  100,001 50,000

 25,001 ,000 B E ×1/2 12,500

 40,001 ,000 A D ×1/4 20,000  50,001 ,000 B E ×1/4 25,000

 20,000 A D  25,000 B E

 20,001 ,000 A D ×1/2 10,000

120,000
A D

(a)

(a)

(a)

(a)

B

A
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× 1/2+5,000
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令 和 ４ 年 分 　 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書
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命
 

保
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料
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除
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保
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控

除

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
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掛
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除
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神田

○○○○　株式会社
山川　太郎

ヤマカワ　タロウ

R20 7 1

R20 7 1

東京都千代田区神田錦町３－３

●●生命
××火災 地震

（建物）

▲▲火災 積立
傷害

●●生命

●●生命

××生命

山川 太郎 山川 太郎

山川 太郎

〃

〃

山川 太郎 山川 太郎

山川 太郎

山川 太郎

山川 明子

山川 明子

養老 1 0 年 妻

本人

妻

××生命 〃

〃

〃養老

介護

○○年金

○○年金

1 0 年

1 0 年

3 0 年

5年

3 0 年

２０年

〃
本人

本人

〃

東京都練馬区栄町 23 －７
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

25,000 42,000

42,000

42,000

14,800

50,000

12,400

14,800

90,000

80,000

30,000

25,000 22,500

80,000

40,000

40,000

40,00040,00090,000

40,000

120,000

27,50030,000

80,000

80,000

45,000 45,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

1
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月
区
分 

総 支 給 金 額
社会保険 
料  等  の 
控 除 額  

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額  

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引 
 
徴収税額 

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

配
偶
者
の
有
無 

有
・
無

 

 

当初 

  月   日 
人 

人 

整 理 
番 号 

扶養親 
族等の 
数 

 円 円 円 円 円 円
円  円  月  月 円 円

円  

（郵便番号   －    ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令   月   日） 

 別 月 別 月  額税たし収徴は又付還 額税たし収徴は又付還  高 残 引 差 高 残 引 差

人  

支
 
月 

給
 
日 

職  

名

 

住  
所

 
氏  

名

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ② 

⑥ ⑤ ④ 

③ 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 整

年

末

調

 
 

配偶者の合計所得金額 

所得金額調整控除の適用
　　　　有・無
 （※　適用有の場合は⑩に記載）

（         円） 

旧長期損害保険料支払額 

（         円） 
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額 

（         円） 
⑬のうち国民年金保険料 
等の金額 

（         円） 

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等  

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額  
地 震 保 険 料 の 控 除 額  

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額 

 

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額  
年 調 所 得 税 額 （ 　 － 　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0 ） 

年 調 年 税 額 （  × 1 0 2 . 1 % ） 

差  引  超  過  額  又  は  不  足  額 （  － ⑧ ） 
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 
未 払 給 与 に 係 る 未 徴 収 の 税 額 に 充 当 す る 金 額 
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額  
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額  

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円  

⑩ 

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円  ③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

○ 21

（100円未満切捨て） 

金   　  額  

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

従たる給与
から控除す
る源泉控除
対象配偶者
と控除対象
扶養親族の
合 計 数 

区              分 

年  

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税      額 

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

賞 与 等  

特定
扶養
親族

老人扶養親族扶
養
控
除
等
の
申
告
・
各
種
控
除
額

申
告
の
有
無

　　　 区分

申告月日
人

38

その他 本人・配・
扶（　人）

勤労
学生本人・配・

扶（　人）
配・

扶（　人）

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

有・無人 人 人 人 人 人当初 有・無

有・無

有
・
無

/ 有・無

有・無/ 有・無
27（寡婦）
35（ひとり親） 2763 58 48 27 40 75控

除
額

1人当たり
（万円）

合計
（万円）

寡 婦
又 は
ひとり親

同居特別
障 害 者

特 別
障 害 者

一 般 の
障 害 者

同 居
老 親 等

一般の
控除対
象扶養
親 族

源 泉
控 除
対 象
配偶者

甲欄 
乙欄 

分

 

令
和
5
年

給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿

590,000

590,000

590,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

499,288

499,288

499,288

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

90,712

90,712

90,712

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

経理課 経理係長 176 0006
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8
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20

20
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12

6
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9

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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1

38 63 58 27

1 1 1

東京都練馬区栄町23－7

7,170,000
1,800,000
8,970,000
7,020,000

47,000

1,386,102
6,973,000

120,000
50,000

380,000
1,860,000

480,000
4,276,102
2,696,000

0
0

107,700
93,000

200,700

400,000

172,100
126,500
45,600

46,500
154,200

154,200
154,200

14,800

7,170,000

1,800,000

900,000

900,000

6,065,778 107,700

759,060

759,060

93,000

▲154,200▲154,200

▲154,2001,518,120

93,000

93,000

1,104,222

140,940

140,940

281,880

5

5

12.252

過納

55 1 1
山川　太郎 8
ヤマカワ タ ロウ
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32
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1,000
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2,450

2,500
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2,450 2 113 13 12

 
 

  9   716

24 21 18 14 11   8

  6   4

32 26 26

38 38 36 31 26 2148

4 2

11

 

16 11 6 3
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～記載に当たってのご注意～ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆　　　

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆　

�����控除���������控除������������の������記��������
１���たの�年�の��所得金額の��額������������������の�年�の��
所得金額の��額������������������控除���������控除�����
の��記��������

２��記１���������たの�年�の��所得金額の��額���������������
�����控除����の�記�������（����控除������記��������
����）�

���所得金額調整控除����������年末調整����所得金額調整控除の�����
��������記�������������たの�年�の年末調整の�����給与の収入
金額����������������所得金額調整控除����の�����の���の���
������������所得金額調整控除の���������������

給 与 の � � 者 の
� � （ � � ）

給 与 の � � 者 の
� � � �
給 与 の � � 者 の
� � �（� �）

� � た の � �
� は � �

給
与

の
��者�

�
�

区分Ⅱ

区 分 Ⅱ区分Ⅰ

区
分
Ⅰ

基 礎 控 除 の 額

（上の①～④を記載）

配 偶 者 控 除 の 額

配偶者特別控除の額
（左のA～Cを記載）

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆　

令和４年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

��たの�年�の年末調整の�����給与の収入金額��������の����記������������

○○○○株式会社

東京都千代田区神田錦町３－３

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7神田 山　川　　太　郎
ヤ　マ　カ　ワ　　  タ　ロ　ウ

東京都練馬区栄町 23 －７

55 10 52 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

山　川　　明　子
ヤマカワ　　　　　アキコ

950,000 400,000

400,000

8,970,000 6,973,000

6,973,000

A

480,000

山川　二郎
ヤマカワ　 ジ ロウ

3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

0子

5 17１9

380,000

②

29

13

 

（※５） 

 

 

 

 

（※１）
 

（※２）
 

（※３） 

（※４） 

 

 

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

源泉徴収簿㉑欄
２，６９６，０００円を速算表にあてはめて
算出所得税額を求めます。

（２，６９６，０００円×１０％－９７，５００円）

（給与所得控除後の金額の算出表）

源泉徴収簿への記入例

（令和５年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）

1 保険料控除申告書からの転記

2 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書からの転記

3 住宅借入金等特別控除申告書からの転記

３５

３５

３５

３５

 ⑬欄は、保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄の「合計

（控除額）」欄の金額を転記してください。 

２ ⑭欄は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄

の「合計（控除額）」欄の金額を転記してください。 

３ 「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」欄は、毎月の給与か

ら差し引かれた小規模企業共済等掛金の金額を記入してください。 

４ 「⑬のうち国民年金保険料等の金額」欄は、保険料控除申告書

の「社会保険料控除」欄のうち、国民年金保険料や国民年金基金

の加入員として負担する掛金の金額を転記してください。  

５ ⑱欄は、「令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計

額の早見表」により求めた金額を記入してください。 

１（ ※ ）

課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃　

６，９５０，０００円  〃　

９，０００，０００円  〃　

１８，０００，０００円  〃　

１８，０５０，０００円  〃　

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

̶　　

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

扶養控除等（異動）申告書の内容を基に
「扶養控除等の申告」欄を記入します。

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
年
税
額
の
計
算

 

・
過
不
足
額
の
精
算

年末調整に役立つ情報
　国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「年末調整計算シート」（Excel）をご利用
いただくと、給与所得控除後の給与等の金額、各種控除額及び税額等の計算を効率的に行うことができます。
 【掲載場所】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm
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A

 

 80,001 40,000  100,001 50,000

 25,001 ,000 B E ×1/2 12,500

 40,001 ,000 A D ×1/4 20,000  50,001 ,000 B E ×1/4 25,000

 20,000 A D  25,000 B E

 20,001 ,000 A D ×1/2 10,000

120,000
A D

(a)

(a)

(a)

(a)

B

A

40,000

         

(a)

  
40,000

(a)

D

E

  

  

C

50,000

(a)

+

40,000

(a)

(a)
50,000

 
10,000

× 1/2+5,000

15,00050,00050,000

40,00040,000

+

(a)

(a)

   

   

  

(a)

令 和 ４ 年 分 　 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書

生
 

命
 

保
 

険
 

料
 

控
 

除

地

震

保

険

料

控

除

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

５

 
神田

○○○○　株式会社
山川　太郎

ヤマカワ　タロウ

R20 7 1

R20 7 1

東京都千代田区神田錦町３－３

●●生命
××火災 地震

（建物）

▲▲火災 積立
傷害

●●生命

●●生命

××生命

山川 太郎 山川 太郎

山川 太郎

〃

〃

山川 太郎 山川 太郎

山川 太郎

山川 太郎

山川 明子

山川 明子

養老 1 0 年 妻

本人

妻

××生命 〃

〃

〃養老

介護

○○年金

○○年金

1 0 年

1 0 年

3 0 年

5年

3 0 年

２０年

〃
本人

本人

〃

東京都練馬区栄町 23 －７
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

25,000 42,000

42,000

42,000

14,800

50,000

12,400

14,800

90,000

80,000

30,000

25,000 22,500

80,000

40,000

40,000

40,00040,00090,000

40,000

120,000

27,50030,000

80,000

80,000

45,000 45,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

1

所  

属

 

区  

分 

給
 
 
 
 
 
料
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
手
 
 
 
 
 
当
 
 
 
 
 
等 

賞
 
 
与
 
 
等 

計 

計 

月
区
分 

総 支 給 金 額
社会保険 
料  等  の 
控 除 額  

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額  

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引 
 
徴収税額 

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

配
偶
者
の
有
無 

有
・
無

 

 

当初 

  月   日 
人 

人 

整 理 
番 号 

扶養親 
族等の 
数 

 円 円 円 円 円 円
円  円  月  月 円 円

円  

（郵便番号   －    ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令   月   日） 

 別 月 別 月  額税たし収徴は又付還 額税たし収徴は又付還  高 残 引 差 高 残 引 差

人  

支
 
月 

給
 
日 

職  

名

 

住  

所

 

氏  

名

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ② 

⑥ ⑤ ④ 

③ 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 整

年

末

調

 
 

配偶者の合計所得金額 

所得金額調整控除の適用
　　　　有・無
 （※　適用有の場合は⑩に記載）

（         円） 

旧長期損害保険料支払額 

（         円） 
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額 

（         円） 
⑬のうち国民年金保険料 
等の金額 

（         円） 

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等  

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額  
地 震 保 険 料 の 控 除 額  

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額 

 

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額  
年 調 所 得 税 額 （ 　 － 　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0 ） 

年 調 年 税 額 （  × 1 0 2 . 1 % ） 

差  引  超  過  額  又  は  不  足  額 （  － ⑧ ） 
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 
未 払 給 与 に 係 る 未 徴 収 の 税 額 に 充 当 す る 金 額 
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額  
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額  

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円  

⑩ 

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円  ③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

○ 21

（100円未満切捨て） 

金   　  額  

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

従たる給与
から控除す
る源泉控除
対象配偶者
と控除対象
扶養親族の
合 計 数 

区              分 

年  

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税      額 

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

賞 与 等  

特定
扶養
親族

老人扶養親族扶
養
控
除
等
の
申
告
・
各
種
控
除
額

申
告
の
有
無

　　　 区分

申告月日
人

38

その他 本人・配・
扶（　人）

勤労
学生本人・配・

扶（　人）
配・

扶（　人）

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

寡婦・ひとり親

有・無人 人 人 人 人 人当初 有・無

有・無

有
・
無

/ 有・無

有・無/ 有・無
27（寡婦）
35（ひとり親） 2763 58 48 27 40 75控

除
額

1人当たり
（万円）

合計
（万円）

寡 婦
又 は
ひとり親

同居特別
障 害 者

特 別
障 害 者

一 般 の
障 害 者

同 居
老 親 等

一般の
控除対
象扶養
親 族

源 泉
控 除
対 象
配偶者

甲欄 
乙欄 

分

 

令
和
5
年

給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿

590,000

590,000

590,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

499,288

499,288

499,288

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

507,546

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

8,420

8,420

8,420

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

9,160

90,712

90,712

90,712

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

92,454

経理課 経理係長 176 0006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

20

20

20

19

20

20

21

20

20

20

20

6

12

6

12

9

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

38 63 58 27

1 1 1

東京都練馬区栄町23－7

7,170,000
1,800,000
8,970,000
7,020,000

47,000

1,386,102
6,973,000

120,000
50,000

380,000
1,860,000

480,000
4,276,102
2,696,000

0
0

107,700
93,000

200,700

400,000

172,100
126,500
45,600

46,500
154,200

154,200
154,200

14,800

7,170,000

1,800,000

900,000

900,000

6,065,778 107,700

759,060

759,060

93,000

▲154,200▲154,200

▲154,2001,518,120

93,000

93,000

1,104,222

140,940

140,940

281,880

5

5

12.252

過納

55 1 1
山川　太郎 8
ヤマカワ タ ロウ

1

 

48

32

16

0,950

1,000

2,400

2,450

2,500

900

900

950

1,000

2,400

2,450 2 113 13 12

 
 

  9   716

24 21 18 14 11   8

  6   4

32 26 26

38 38 36 31 26 2148

4 2

11

 

16 11 6 3

95 133

(1) (2) (1) (2)

(

48 95

(1) (2)

(2)

(

(2)

(1)(1)

(

48 70

(

48 70
28.1.1

(A) (C)

( )

 

 23 12.1.2

 

 

～記載に当たってのご注意～ ◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 ◆　　　

◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆　

�����控除���������控除������������の������記��������
１���たの�年�の��所得金額の��額������������������の�年�の��
所得金額の��額������������������控除���������控除�����
の��記��������

２��記１���������たの�年�の��所得金額の��額���������������
�����控除����の�記�������（����控除������記��������
����）�

���所得金額調整控除����������年末調整����所得金額調整控除の�����
��������記�������������たの�年�の年末調整の�����給与の収入
金額����������������所得金額調整控除����の�����の���の���
������������所得金額調整控除の���������������

給 与 の � � 者 の
� � （ � � ）

給 与 の � � 者 の
� � � �
給 与 の � � 者 の
� � �（� �）

� � た の � �
� は � �

給
与

の
��者�

�
�

区分Ⅱ

区 分 Ⅱ区分Ⅰ

区
分
Ⅰ

基 礎 控 除 の 額

（上の①～④を記載）

配 偶 者 控 除 の 額

配偶者特別控除の額
（左のA～Cを記載）

◆ 所得金額調整控除申告書 ◆　

令和４年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

��たの�年�の年末調整の�����給与の収入金額��������の����記������������

○○○○株式会社

東京都千代田区神田錦町３－３

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7神田 山　川　　太　郎
ヤ　マ　カ　ワ　　  タ　ロ　ウ

東京都練馬区栄町 23 －７

55 10 52 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

山　川　　明　子
ヤマカワ　　　　　アキコ

950,000 400,000

400,000

8,970,000 6,973,000

6,973,000

A

480,000

山川　二郎
ヤマカワ　 ジ ロウ

3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

0子

5 17１9

380,000

②

29

13

 

（※５） 

 

 

 

 

（※１）
 

（※２）
 

（※３） 

（※４） 

 

 

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

源泉徴収簿㉑欄
２，６９６，０００円を速算表にあてはめて
算出所得税額を求めます。

（２，６９６，０００円×１０％－９７，５００円）

（給与所得控除後の金額の算出表）

源泉徴収簿への記入例

（令和５年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）

1 保険料控除申告書からの転記

2 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書からの転記

3 住宅借入金等特別控除申告書からの転記

３５

３５

３５

３５

 ⑬欄は、保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄の「合計

（控除額）」欄の金額を転記してください。 

２ ⑭欄は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄

の「合計（控除額）」欄の金額を転記してください。 

３ 「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」欄は、毎月の給与か

ら差し引かれた小規模企業共済等掛金の金額を記入してください。 

４ 「⑬のうち国民年金保険料等の金額」欄は、保険料控除申告書

の「社会保険料控除」欄のうち、国民年金保険料や国民年金基金

の加入員として負担する掛金の金額を転記してください。  

５ ⑱欄は、「令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計

額の早見表」により求めた金額を記入してください。 

１（ ※ ）

課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃　

６，９５０，０００円  〃　

９，０００，０００円  〃　

１８，０００，０００円  〃　

１８，０５０，０００円  〃　

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

̶　　

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

扶養控除等（異動）申告書の内容を基に
「扶養控除等の申告」欄を記入します。

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
年
税
額
の
計
算

 

・
過
不
足
額
の
精
算



あて先

◎ この用紙は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください｡

証券受領
一
部

全
部

内
証券受領

証券番号
振 出 人

円

左記の合計額を領収しました｡

使 用 欄
日 銀

（領収年月日及び領収者名）
）

国
庫
金

徴

収

義

務

者

摘
要

（電話番号 － －

様（御中）

令和 年度 税 務 署 名

税務署

税 務 署 使 用 欄税 務 署 番 号 整 理 番 号

￥（記入例）

数
字
は
記
入
例
を
見
て
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
力
を
入
れ
て

枠
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

国税収納金整 理資金（納付書）

区 分

俸 給 給 料 等・

日 雇 労 務 者 の
賃 金

退 職 手 当 等

税 理 士 等 の
報 酬

役 員 賞 与

同 上 の 支 払
確 定 年 月 日

年末調整による
不足税額

年末調整による
超過税額

本 税

延 滞 税

合計額

▲

◎ 合計額の金額頭部には必ず「￥」字を枠の中に記載してください｡

納期等の区分

令和 年 月

（延） 支払分源泉所得税
及び復興特別所得税

住 所

氏 名

（所在地）

（名 称）

給与所得・退職所得等の
所 得 税 徴 収 高 計 算 書 領収済通知書○給

( 0 1 )

( 0 2 )

( 0 6 )

( 0 7 )

( 0 8 )

( 0 3 )

賞与(役員賞与を除く｡)

支 払 年 月 日 人 員 支 給 額 税  額
令和 年 月 日 万 千 百 十 人 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

( 0 4 )

( 0 5 )

デ
タ
ッ
チ
線

デ
タ
ッ
チ
線

あて先

◎ この用紙は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください｡

証券受領
一
部

全
部

内
証券受領

証券番号
振 出 人

円

左記の合計額を領収しました｡

使 用 欄
日 銀

（領収年月日及び領収者名）
）

国
庫
金

徴

収

義

務

者

摘
要

（電話番号 － －

様（御中）

令和 年度 税 務 署 名

税務署

税 務 署 使 用 欄税 務 署 番 号 整 理 番 号

￥（記入例）

数
字
は
記
入
例
を
見
て
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
力
を
入
れ
て

枠
か
ら
は
み
だ
さ
な
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う
に
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載
し
て
く
だ
さ
い
。

国税収納金整 理資金（納付書）

区 分

俸 給 給 料 等・

日 雇 労 務 者 の
賃 金

退 職 手 当 等

税 理 士 等 の
報 酬

役 員 賞 与

同 上 の 支 払
確 定 年 月 日

年末調整による
不足税額

年末調整による
超過税額

本 税

延 滞 税

合計額

▲

◎ 合計額の金額頭部には必ず「￥」字を枠の中に記載してください｡

納期等の区分

令和 年 月

（延） 支払分源泉所得税
及び復興特別所得税

住 所

氏 名

（所在地）

（名 称）

給与所得・退職所得等の
所 得 税 徴 収 高 計 算 書 領収済通知書○給

( 0 1 )

( 0 2 )

( 0 6 )

( 0 7 )

( 0 8 )

( 0 3 )

賞与(役員賞与を除く｡)

支 払 年 月 日 人 員 支 給 額 税  額
令和 年 月 日 万 千 百 十 人 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

( 0 4 )

( 0 5 )

デ
タ
ッ
チ
線

デ
タ
ッ
チ
線

 納付する税額がない

場合でも、所得税徴収

高計算書は所轄税務署

に e－Tax に よ り 送 信

又は郵便若しくは 信 書

便により送付又は提出

してください。

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

─ 44 ─

⑴　年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整をした月分の

所得税徴収高計算書（納付書）に記載した上、徴収税額を納付します。

⑵　その精算をした月分の所得税徴収高計算書（納付書）には、次のように記入します。

イ　過納額を充当又は還付したときは、「年末調整による超過税額」欄に、その金額を記入します。

ロ　不足額を徴収したときは、「年末調整による不足税額」欄に、その金額を記入します。

　この場合、「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄には、実際にその月に

精算をした金額を記入することになっていますから、１２月中に精算しきれないで、翌年１月又は２月に

繰り越して精算するような場合には、その精算をした１月又は２月の所得税徴収高計算書（納付書）の

該当欄にその金額を記入することになります。

　なお、所得税徴収高計算書（納付書）は、過納額を充当又は還付したため、納付する税額がなくなっ

た（「本税」欄が「０」）場合でも、上記の事項を記入して必ず所轄税務署に e‐Tax により送信又は郵便

若しくは信書便により送付又は提出してください。また、所得税徴収高計算書（納付書）に整理番号が

印字（記載）されているかどうかを確認してください。

  〔記載例１〕　  本年最後に支払う給与（賞与）について税額計算を省略した場合

  〔記載例２〕　  過納額（１７２，１７４円）が１２月中の源泉徴収税額（１３４，２８２円）を超えるため、納付する税額

がなくなった場合

　　　（注）１２月に還付しきれなかった３７，８９２円（１７２，１７４円－１３４，２８２円）は、翌年１月に繰り越して精算します。

５　税額の納付と所得税徴収高計算書（納付書）の記載

年
末
調
整
の
し
か
た

 

・
税

額

の

納

付

 

・
年
末
調
整
再
調
整
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６　年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整

⑴　年末調整後に給与の追加払があった場合

　　年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支

給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。

　　しかし、翌年になってから給与の改定が行われ、本年にまで遡って支給されることになった場合の新

旧給与の差額は、その給与の改定が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す

必要はありません。

⑵　年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合

　　年末調整が終わった後、子が結婚して控除対象扶養親族の数が減少したり、受給者本人が障害者に該

当することとなった場合などには、これらの異動事項の申告を受け、その異動後の控除対象扶養親族の

数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、

「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年１月末日までです。

⑶　年末調整後に配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の所得の見積額に

差額が生じた場合

　　年末調整が終わった後、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の合計所

得金額の見積額と確定した合計所得金額（８ページ参照）に差額が生じたことにより、配偶者控除額又

は配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により、年末調整のやり直しをすることができ

ます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとな

る翌年１月末日までです。

⑷　年末調整後に保険料を支払ったような場合

イ　年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合には、保険

料控除申告書によって申告を受け、その異動後の状況により保険料控除額を再計算し、これを基にし

て年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の

源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年１月末日までです。

ロ　また、社会保険料のうち国民年金の保険料若しくは国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、

新生命保険料、旧生命保険料（１口９，０００円を超えるもの）、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧

個人年金保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料について、翌年１月末日までにその証明書類を提

出することを条件として年末調整を行った場合で、その証明書類がその期日までに提出されないとき

は、それらの保険料を除いたところで生命保険料控除の額や地震保険料控除の額などを計算して年末

調整のやり直しをし、不足額を徴収することになります。

⑸　年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合

　　年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合には、その

申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給

与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年１月末日までです。
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Ⅳ　令和６年分の給与の源泉徴収事務

　年末調整が終わり、税金の過不足額の精算や納付などを済ませると、令和５年分についての給与の源泉

徴収事務は全て終了したことになります。

　ここからは、令和６年分の給与の源泉徴収事務の開始に当たり必要な事柄などについて説明します。

令
和
６
年
分
の
給
与

の
源
泉
徴
収
事
務

 扶養控除等（異動）申告書の受理と内容の確認

⑴　扶養控除等（異動）申告書の受理

イ　給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等（異動）申告

書を給与の支払者（２か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者）に提出しなけ

ればなりません。

　　なお、給与所得者本人、源泉控除対象配偶者（注１）及び控除対象扶養親族等のマイナンバー（個人番号）

の記載をする必要がありますが、一定の要件（注２）の下、マイナンバー（個人番号）の記載を要しな

い場合があります。

　（注）　１ 　源泉控除対象配偶者とは、所得者（合計所得金額（８ページ参照）が９００万円以下である人に限ります。）

と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が９５万円以下である人をいいます。以下同じです。

　※ 　源泉控除対象配偶者に係る控除は、夫婦のいずれか一方しか受けることができません。

　　　　２ 　給与の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載

すべき提出者本人、控除対象となる配偶者、扶養親族等のマイナンバー（個人番号）その他の事項を記載した

帳簿（次の①から⑥までの申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。）を

備えているときは、その提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバー（個人番号）

の記載をしなくてよいこととされています。

　　　　　①　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

　　　　　②　従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書

　　　　　③　給与所得者の配偶者控除等申告書

　　　　　④　退職所得の受給に関する申告書

　　　　　⑤　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書　

　　　　　⑥　所得金額調整控除申告書

　　　　３ 　扶養控除等（異動）申告書の用紙は、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族等申告書」と統合した

１枚の様式となっています。給与の支払を受ける人は、「住民税に関する事項」に、年齢１６歳未満の扶養親族及

び退職手当等（源泉徴収されるものに限ります。以下（注）３において同じです。）の支払を受ける配偶者（給

与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者で、令和６年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が１３３万

円以下であるものに限ります。）又は扶養親族を記載することになります。また、退職所得を除くと令和６年中

の合計所得金額の見積額が４８万円以下となる扶養親族（退職手当等の支払を受ける扶養親族に限ります。）を有

することにより、給与の支払を受ける人が寡婦又はひとり親に該当する場合は、該当する項目にチェックを付け

ます。

　　　　　 　住民税に関する事項については、最寄りの市区町村にお尋ねください。

　 ロ 　給与の支払者は、「令和６年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の用紙をあらかじめ各

人に配付しておき、その記載が終わったときは確実に回収するようにしてください。

　（注）　１ 　給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載（印字）して、給与所得者に配

付しても差し支えありません。

２　一定の要件の下で、書面による提出に代えて電磁的方法による提供を受けることができます。

　 ハ 　給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた

上、申告書に基づき、各人の源泉徴収簿の「扶養控除等の申告・各種控除額」欄に必要な記入を行い、

また、源泉徴収簿の左肩の「甲欄」を○で囲みます。

　（注）　１ 　マイナンバー（個人番号）が記載された申告書の提出を受けた場合、給与の支払者は、給与所得者の本人

確認（番号確認＋身元確認）を行う必要があります（本人確認については、国税庁ホームページ（https://

www.nta.go.jp）を参照してください。）。
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　　　　２ 　受理した「令和６年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、税務署長から提出を求められるま

での間、受理した給与の支払者が保存するものとされています。

⑵　従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書の受理

　 イ 　２か所以上から給与の支払を受けている人が、主たる給与（扶養控除等（異動）申告書の提出先から受

ける給与）からだけでは、配偶者（特別）控除や扶養控除、障害者控除などの全額が控除できないと見込

まれる場合に限り、「令和６年分　従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」を提出することが

できます。

ロ　給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた

上、申告書に基づき、各人の源泉徴収簿の「従たる給与から控除する源泉控除対象配偶者と控除対象

扶養親族の合計数」欄に必要な記入を行い、また、源泉徴収簿の左肩の「乙欄」を○で囲みます。

　 （注） 　上記⑴のイのなお書き及び（注）２、ロ（注）並びにハ（注）については、「令和６年分　従たる給与についての

扶養控除等（異動）申告書」の場合も同様です。

⑶　給与に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数

　税額表の甲欄を使用して給与に対する源泉徴収税額を求める際、扶養親族等の数に応じて源泉徴収税

額の計算を行いますが、この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族（老人

扶養親族又は特定扶養親族を含みます。）との合計数をいいます（注１）。また、給与の支払を受ける人が、

障害者（特別障害者を含みます。）、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該

当するごとに扶養親族等の数に１人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族（年齢１６歳未満の人

を含みます。）のうちに障害者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者に該当する人がいる場合

には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に１人を加算した数を扶養親族等の数とします。

　詳しくは、「源泉徴収税額表」を参照してください。

（注）　１ 　扶養控除等（異動）申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除きます。

　　　　   「扶養控除等（異動）申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者」とは、給与の支払を受け

る人が提出した扶養控除等（異動）申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者が、その給与の

支払を受ける人を、その配偶者の提出した扶養控除等（異動）申告書等に記載された源泉控除対象配偶者として

源泉徴収に関する規定の適用を受ける場合におけるその配偶者をいいます。

　　　　 　夫婦の双方がお互いに源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る配偶者（特別）控除の適用を受けることは

できませんので、ご注意ください。

　２ 　源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者が国外居住

親族である場合には、扶養控除等（異動）申告書に親族関係書類（その国外居住親族について、留学により国内

に住所及び居所を有しなくなった者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする場合には、その国外

居住親族に係る親族関係書類及び留学ビザ等書類）が添付等された扶養親族等に限ります。
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Ⅴ　給与所得者の確定申告

⑴　給与所得がある方

　 　給与所得者は、給与の支払者の下で年末調整が行われ、これによって、各月において源泉徴収された

税額は精算されますので、多くの人は確定申告をする必要はありません。

　 　しかし、給与所得者であっても、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控

除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に

控除を受けた（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該

当する人は、確定申告をしなければなりません。

　① 　本年中の給与の収入金額が２，０００万円を超える人

　② 　１か所から給与を受け、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得及び退職

所得以外の所得金額（地代、家賃、原稿料など）の合計額が２０万円を超える人

　③ 　２か所以上から給与を受け、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整を受

けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が

２０万円を超える人

　　（注） 　その給与収入の合計額（その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、

その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額）が１５０万円以下である人で、さらに、給与所得及

び退職所得以外の所得金額の合計額が２０万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。

　④ 　常時２人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人など、給与の支払を受ける際に

源泉徴収をされないことになっている人

　⑤ 　同族会社の役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から給与のほかに貸付金の利

子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料などの支払を受けている人

　⑥ 　災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」（以下「災害

減免法」といいます。）の規定による徴収猶予又は還付を受けている人

　 　これらに該当する人は、令和６年２月１６日（金）から３月１５日（金）までの間に各人の納税地（通常

は住所地）の所轄税務署長に確定申告書を提出することになります。

　 　なお、還付申告は、令和６年２月１５日（木）以前でも行うことができます（税務署の閉庁日（土・日曜・

祝日等）は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。）。

⑵　退職所得がある方

　 　外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されないものがある場合には、他の源泉徴収されて

いる退職金も含めて確定申告をする必要があります。

　※ 　退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得に係る

所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、確定申告書の提出は不要です。ただし、

退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。

１　給与所得者が確定申告を必要とする場合

　給与についての源泉徴収の段階では、医療費控除や寄附金控除などの所得控除は受けられないことに

なっているため、これらの控除は確定申告によって受けることになります。

　そのため、給与所得者で支払った医療費が１０万円（総所得金額等が２００万円未満の人は、当該金額の５％）

２　源泉徴収税額のある給与所得者で確定申告をすればその源泉徴収税額が還付される場合

給
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得

者

の

確

定

申

告
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を超える人やふるさと納税をした人などは、確定申告をすると源泉徴収税額が還付されることがあります。

　なお、源泉徴収税額の還付を受けるために、確定申告をする給与所得者に対して注意事項を周知する

ための文例を国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/

nencho/index.htm）に「還付申告に当たっての注意事項～給与所得者用～」として掲載していますので、社

内ＬＡＮ、掲示板等への掲載や従業員へ交付するなど是非ご活用ください。

還付申告に当たっての注意事項～給与所得者用～
 【掲載場所】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/41.pdf

給
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定
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告

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/41.pdf
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https://www.pay-easy.jp/
https://www.pay-easy.jp/
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
https://kokuzei.noufu.jp
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平成２１年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

（一） （～２，１７１，９９９円）

―６５―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 109 

全色

令和 5年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
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（二） （２，１７２，０００円～２，７７１，９９９円）

―６６―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 110 
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（三） （２，７７２，０００円～３，３７１，９９９円）

―６７―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 111 
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（四） （３，３７２，０００円～３，９７１，９９９円）

―６８―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 112 
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（五） （３，９７２，０００円～４，５７１，９９９円）

―６９―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 113 
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（六） （４，５７２，０００円～５，１７１，９９９円）

―７０―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 114 
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（七） （５，１７２，０００円～５，７７１，９９９円）

―７１―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 115 
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（八） （５，７７２，０００円～６，３７１，９９９円）

―７２―

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／共立印刷／平成２１年度年末調整のしかた／本文／Ｐ６０～８４  2009.08.28 18.28.38  Page 116 
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（備考）　給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、まず、この表

の「給与等の金額」欄の該当する行を求め、次にその行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記

載されている金額を求めます。この金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の

金額です。この場合において、給与等の金額が６，６００，０００円以上の人の給与所得控除後の給与等の金

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める給与所得控除後の給与等

の金額とします。平
成
�
�
年
�
月
�
�
日
土
曜
日

(号
外
特
第
�
号
)

官
報

（ 法 人 税 法 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 一 目 受 取 配 当 等 （ 第 二 十 三 条 � 第 二 十 四 条 ） 」 を 「 第 一 目 収 益 の 額 （ 第 二 十 二 条 の

第 一 目 の 二 受 取 配 当 等 （ 第 二 十

二 ）
三 条 � 第 二 十 四 条 ） 」 に 、「 第 四 十 一 条 」 を 「 第 四 十 一 条 の 二 」 に 、「 引 当 金 」 を 「 貸 倒 引 当 金 」 に 、「 第 二

款 確 定 申 告 （ 第 七 十 四 条 � 第 七 十 五 条 の 二 ） 」 を 「 第 二 款 確 定 申 告 （ 第 七 十 四 条 � 第 七 十 五 条 の

第 二 款 の 二 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 告 の 特

二 ）
例 （ 第 七 十 五 条 の 三 ・ 第 七 十 五 条 の 四 ） 」 に 、「 ・ 第 八 十 一 条 の 八 」 を 「 � 第 八 十 一 条 の 八 の 二 」 に 、「 第

二 款 連 結 確 定 申 告 （ 第 八 十 一 条 の 二 十 二 � 第 八 十 一 条 の 二 十 四 ） 」 を 「 第 二 款 連 結 確 定 申 告 （ 第

第 二 款 の 二 電 子 情 報 処 理

八 十 一 条 の 二 十 二 � 第 八 十 一 条 の 二 十 四 ）

組 織 に よ る 申 告 の 特 例 （ 第 八 十 一 条 の 二 十 四 の 二 ・ 第 八 十 一 条 の 二 十 四 の 三 ） 」 に 、「 第 百 四 十 四 条 の

二 」 を 「 第 百 四 十 四 条 の 二 の 三 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 十 二 号 の 八 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下 に 「 当 該 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が

あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 」 を 「 に お け る 」 に 、「 の 業 務 を 」 を 「 及 び 当 該 適 格 合 併 に 係

る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 を 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 合 併 法 人 （ 」 の 下 に

「 当 該 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 」 を 「 に お け る 」

に 、「 を 含 む 」 を 「 及 び 当 該 適 格 合 併 に 係 る 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 を 含 む 」 に 改

め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 一 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下 に 「 当 該 分 割 承 継 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る

法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と

の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 分 割 承 継 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 分 割 承 継 法

人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併

法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 四 ロ � 中 「 業

務 （ 」 の 下 に 「 当 該 被 現 物 出 資 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、

当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に

改 め 、 同 号 ロ � 中 「 被 現 物 出 資 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 被 現 物 出 資 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る

法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 及 び 当 該 合 併 法 人 と の 間 に

完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 六 中 「 法 人 と の 間 に 」 の 下 に 「 こ れ ら の 法 人

に よ る 」 を 加 え 、 同 条 第 十 二 号 の 十 七 中 「 及 び 」 を 「 、 同 号 イ に 掲 げ る 行 為 に 係 る 同 号 イ の 一 に 満

た な い 端 数 の 株 式 又 は 同 号 ロ に 掲 げ る 行 為 に よ り 生 ず る 同 号 ロ に 規 定 す る 法 人 の 一 に 満 た な い 端 数

の 株 式 の 取 得 の 対 価 と し て 交 付 さ れ る 金 銭 そ の 他 の 資 産 及 び 」 に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の 下

に 「 当 該 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当

該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」

に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 株 式 交 換 等 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全

支 配 関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当

該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 八 ロ � 中 「 業 務 （ 」 の

下 に 「 当 該 株 式 移 転 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 の 業 務 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当

該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合 併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」

に 改 め 、 同 号 ロ � 中 「 株 式 移 転 完 全 子 法 人 （ 」 の 下 に 「 当 該 株 式 移 転 完 全 子 法 人 と の 間 に 完 全 支 配

関 係 が あ る 法 人 並 び に 」 を 加 え 、「 に は 、 当 該 合 併 法 人 等 」 を 「 に お け る 当 該 合 併 法 人 等 及 び 当 該 合

併 法 人 等 と の 間 に 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 号 の 十 九 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 我 が 国 が 締 結 し た 所 得 に 対 す る 租 税 に 関 す る 二 重 課 税 の 回 避 又 は 脱 税 の 防 止 の た め

の 条 約 に お い て 次 に 掲 げ る も の と 異 な る 定 め が あ る 場 合 に は 、 そ の 条 約 の 適 用 を 受 け る 外 国 法

人 に つ い て は 、 そ の 条 約 に お い て 恒 久 的 施 設 と 定 め ら れ た も の （ 国 内 に あ る も の に 限 る 。 ） と す

る 。

�
�
�

（６，３７２，０００円〜２０，０００，０００円）

年末調整に役立つ情報

　国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「年末調整計算シー
ト」（Excel）をご利用いただくと、給与所得控除後の給与等の金額、各種控除額及び税額等の計
算を効率的に行うことができます。
	【掲載場所】	https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/

index.htm
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令和５年分の年末調整のための算出所得税額の速算表

課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃　

６，９５０，０００円  〃　

９，０００，０００円  〃　

１８，０００，０００円  〃　

１８，０５０，０００円  〃　

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

—　　

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

〔参考〕　令和５年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額（注３）） 【参考】

配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額

９００万円以下
（１，０９５万円以下）

９００万円超
９５０万円以下
１，０９５万円超
１，１４５万円以下

９５０万円超
１，０００万円以下
１，１４５万円超
１，１９５万円以下

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
４8万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円

１，０３０，０００円以下
老人控除対象配偶者 ４８万円 ３２万円 １６万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
４８万円超	 ９５万円以下 ３８万円 ２６万円 １３万円 １，０３０，０００円超

１，５００，０００円以下

９５万円超	 １００万円以下 ３６万円 ２４万円 １２万円 １，５００，０００円超
１，５５０，０００円以下

１００万円超	 １０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円 １，５５０，０００円超　
１，６００，０００円以下

１０５万円超	 １１０万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円 １，６００，０００円超　
１，６６７，９９９円以下

１１０万円超	 １１５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円 １，６６７，９９９円超　
１，７５１，９９９円以下

１１５万円超	 １２０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円 １，７５１，９９９円超
１，８３１，９９９円以下

１２０万円超	 １２５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円 １，８３１，９９９円超
１，９０３，９９９円以下

１２５万円超	 １３０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 １，９０３，９９９円超
１，９７１，９９９円以下

１３０万円超	 １３３万円以下 ３万円 ２万円 １万円 １，９７１，９９９円超
２，０１５，９９９円以下

１３３万円超 ０円 ０円 ０円 ２，０１５，９９９円超

（注） １　合計所得金額（８ページ参照）が１，０００万円を超える所得者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受ける
ことはできません。

 ２　夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、
この控除を受けることはできません。

 ３　所得金額調整控除の適用がある場合は、括弧内の各金額に１５万円を加えてください。
 　　また、給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合も括弧内の各金額とは異なりますので、ご注意くだ

さい。
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所得者の合計所得金額 控除額

２，４００万円以下 ４８万円
２，４００万円超　　　２，４５０万円以下 ３２万円
２，４５０万円超　　　２，５００万円以下 １６万円

〔参考〕　令和５年分の基礎控除額の表

（注）　合計所得金額（８ページ参照）が２，５００万円を超える所得者は、基礎控除の適用を受けることはできません。

〔参考〕　令和５年分の扶養控除額等の表

　 控 除 の 種 類 　 控　　除　　額

⑴

扶 養 控 除

年齢１６歳以上
の人

（平成２０年１月
１日以前生）

一 般 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 ３８０，０００円

特 定 扶 養 親 族
年齢１９歳以上２３歳未満の人（平成１３年１月２日〜平成１７年１月１日生）

６３０，０００円

老 人 扶 養 親 族
年齢７０歳以上の人

（昭和２９年１月１日以前生）

同 居 老 親 等 以 外 の 者 ４８０，０００円

同 居 老 親 等 ５８０，０００円

⑵ 障害者控除

一 般 の 障 害 者 ２７０，０００円

特 別 障 害 者 ４００，０００円

同 居 特 別 障 害 者 ７５０，０００円

⑶ 寡 婦 控 除 ２７０，０００円

⑷ ひ と り 親 控 除 ３５０，０００円

⑸ 勤 労 学 生 控 除 ２７０，０００円

年末調整に役立つ情報

　国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「年末調整計算シー
ト」（Excel）をご利用いただくと、給与所得控除後の給与等の金額、各種控除額及び税額等の計
算を効率的に行うことができます。
	【掲載場所】	https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/	

index.htm
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 

18

ひとり親ひとり
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 

【「令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」の使い方】

 「令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

 （６４ページ）の使い方
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 
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【源泉徴収簿の「年末調整」欄の変更について】

平成 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、源泉

徴収簿の「年末調整」欄が変更されています。

配偶者控除額については、平成 年分は源泉徴収簿の⑯欄に含めて記載することになっていましたが、

平成 年分は源泉徴収簿の⑮欄に記載することになります（配偶者控除額については、平成 年分は

「平成 年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」によ

り計算していましたが、平成 年分は、「平成 年分 配偶者控除等申告書」により計算することにな

ります。）

なお、同一生計配偶者に係る障害者控除額については、⑯欄に含めますのでご注意ください。

○源泉徴収簿の変更点

平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）  平成 年分 源泉徴収簿（抜粋）

 

 

 

※ 源泉徴収簿の⑮欄について、「配偶者特別控除額」が「配偶者（特別）控除額」に改められました。

また、⑯欄について、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が

「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。 

 

【「平成 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」の使い方】

⑴ まず、控除対象扶養親族の数の合計を求め、「① 控除対象扶養親族の数に応じた控除額」の人数

欄に対応する控除額を求めます。 

※ 控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者の数は含みません（上記「源泉徴収簿の『年末調

整』欄の変更」に伴い、昨年と早見表の使い方が変わっておりますのでご留意ください。）。

⑵ 次に、同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合や所得者本人が障害

者等に該当する場合には、「② 障害者等がいる場合の控除額の加算額」の「イ」から「ト」欄に掲

げる控除額の加算額の合計額を求めます。 

⑶ ⑴から⑵で求めた金額の合計額を源泉徴収簿の「年末調整」の「扶養控除額、基礎控除額及び障

害者等の控除額の合計額⑯」欄に記入します。 

 

 
 
 

 
 

凡 例

配

給与の支払を受ける人（所得者）（※の金額は所

得者の合計所得金額（見積額）を示します。）

老配

配特

扶

特扶

一般の控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計

所得金額（見積額）を示します。）

老人控除対象配偶者（※の金額は配偶者の合計所

得金額（見積額）を示します。）

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※の金額は

配偶者の合計所得金額（見積額）を示します。）

一般の控除対象扶養親族

扶養親族のうち年齢 歳未満の人

特定扶養親族

扶

同居

老親
同居老親等である老人扶養親族

老扶 同居老親等以外の老人扶養親族

一般の障害者障

同居特別障害者同障

寡

同居特別障害者以外の特別障害者特障

一般の寡婦又は寡夫

特別の寡婦特寡

「平成 30 年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」

（112ページ）の使い方 
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令和５年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表

◎　この表の使い方は、６２ページを参照してください。

※ 　国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.
htm）に掲載している「年末調整計算シート」（Excel）をご利用いただくと、控除額を効率的に求める
ことができます。

①　　  控除対象扶養親族の数に応じた控除額

人 数 控 除 額 人 数 控 除 額

１ 人 ３８０，０００ ５ 人 １,９００，０００

２ 人 ７６０，０００ ６ 人 ２,２８０，０００

３ 人 １,１４０，０００ ７ 人 ２,６６０，０００

４ 人 １,５２０，０００ ８ 人 以 上
７人を超える１人につき３８０，０００円
を  ２，６６０，０００円  に 加 え た 金 額

②
　
　  

の
控
除
額
の
加
算
額

　
　
　
　  

障
害
者
等
が
い
る
場
合

イ　同居特別障害者に当たる人がいる場合 ７５０，０００

ロ　同居特別障害者以外の特別障害者に当たる（人がいる）
場合 ４００，０００

ハ　一般の障害者、寡婦又は勤労学生に当たる（人がいる）
場合 ２７０，０００

ニ　所得者本人がひとり親に当たる場合 ３５０，０００

ホ　同居老親等に当たる人がいる場合 ２００，０００

ヘ　特定扶養親族に当たる人がいる場合 ２５０，０００

ト　同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合 １００，０００

円 円

１人につき 円

１人につき 円

左の一に該当
するとき　各

円

円

１人につき 円

１人につき 円

１人につき 円

◎ 　控除額の合計額は、「①」欄及び「②」欄により求めた金額の合計額となります（この合計
額を、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に
記載します。）。

◎　「①」欄の控除対象扶養親族の数には、控除対象配偶者（１５ページ参照）の数は含みません。

◎　同一生計配偶者（１０ページ参照）に係る障害者控除は、「②」欄に含めて計算します。

◎ 　配偶者控除額及び配偶者特別控除額については、「令和５年分　給与所得者の配偶者控除等
申告書」により求め、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「配偶者（特別）控除額⑰」欄に記載
します。

◎ 　基礎控除額については、「令和５年分　給与所得者の基礎控除申告書」により求め、源泉徴
収簿の「年末調整」欄の「基礎控除額⑲」欄に記載します。

（注）「②」欄のイからトまでの控除額は次のようになっています。
⑴　「イ」欄の７５０，０００円 ･････
⑵　「ロ」欄の４００，０００円 ･････
⑶　「ハ」欄の２７０，０００円 ･････
⑷　「ニ」欄の３５０，０００円 ･････
⑸　「ホ」欄の２００，０００円 ･････
　　　　　　　　　　　　　　
⑹　「ヘ」欄の２５０，０００円 ･････
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑺　「ト」欄の１００，０００円 ･････

障害者控除額（同居特別障害者）の７５０，０００円
障害者控除額（特別障害者）の４００，０００円
障害者控除額（一般の障害者）、寡婦控除額又は勤労学生控除額の２７０，０００円
ひとり親控除額の３５０，０００円
控除対象扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額
２００，０００円（５８０，０００円－３８０，０００円）
控除対象扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額
２５０，０００円（６３０，０００円－３８０，０００円）
控除対象扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控
除額の割増額１００，０００円（４８０，０００円－３８０，０００円）




